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杉並区空家等対策計画の改定について 

 

令和５年２月 22 日に「杉並区空家等対策計画（案）」を公表し、区民等の意見提出

手続を実施しました。その結果等を踏まえ、一部修正した上で、以下のとおり改定し

たので報告します。 

 

１ 区民等の意見提出手続の実施状況 

（１）実施期間 

令和５年２月 22 日（水）から令和５年３月 27 日（月）まで 34 日間 

（２）公表方法 

・広報すぎなみ（２月 15 日号） 

・杉並区公式ホームページ 

・文書による閲覧（住宅課、区政資料室、区民事務所、図書館） 

（３）意見提出実績 

計３件（個人２件、団体１件）延べ６項目 

・電子メール  １件（個人１件、団体０件）延べ１項目 

・ホームページ ２件（個人１件、団体１件）延べ５項目 

 

２ 提出された意見の概要と区の考え方等 

（１）区民等の意見の概要と区の考え方 

別紙１のとおり 

（２）修正一覧 

 別紙２のとおり、52 箇所の修正を行う。 

 

３ 修正後の計画 

別紙３のとおり 

 

４ 今後の予定 

令和５年６月 15 日 広報すぎなみ、区公式ホームページにて公表 
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 別紙１  

 

杉並区空家等対策計画（案）に対する区民等の意見の概要と区の考え方 

 

№ 
該当 

頁 
意見概要 区の考え方 

１ 28 

既に一定期間区内に居住し、今後も一定の

期間居住する定住希望者に対する、下記の支

援策について検討いただきたい。 

・定住希望者の登録システムの開発・運用 

・空家情報の収集と上記システムへの公開 

・手続きの担えるプロフェッショナルを区

が紹介し、直接売買を支援 

・解体費用の補助 

・区独自の価格設定で売買交渉を支援 

・公売物件化を迅速化 

・物件の状況によっては、一旦直接区がオー

ナーになり、上記対策を早期に実現 

・所有物件を処分し、引き続き区内居住を希

望する、例えば介護や看護の必要な高齢者

のサービス付住居への移住支援 

・一定期間を経ず売却する場合は、支援相当

を返却の条件 

税収面のほか、地域の治安・景観の維持や、

高齢化対策、災害時の助け合いなど、定住促

進はハードソフト両面のメリットがあると

思う。特に、杉並区ならではの魅力である、

落ち着いた、安心ある住環境は、各地域に世

代を超えて比較的長く住まう人々によって

保たれていると感じている。少子化社会に突

入した中においても、この魅力を維持するた

めに、空家対策と若年世帯の定住促進をマッ

チングさせ、進めてほしい。 

杉並区空家等対策計画の上位計画である

杉並区住宅マスタープランでは、誰もが快適

な住まいを確保するとともに、住み慣れた地

域で安心して暮らし続けながら、豊かな住生

活を実感できる住宅施策を定めています。 

これを受け、杉並区空家等対策計画では、

「空家等の発生の抑制と適正な管理」、「空家

等の利活用の促進」、「管理不全な空家等への

対応」について、多様な主体との連携による

総合的な空家等対策の取組を定めました。 

区では、「空家等の利活用の促進」を図る

ため、空家等の利活用に関するノウハウを有

する民間事業者との協働による「（仮称）空

家等利活用相談窓口」を新たに開設し、空家

等の売買を含めた利活用に関する相談体制

の充実を図ります。また、この相談窓口では、

空家等の所有者と利活用を希望する民間事

業者との適切なマッチングを行う体制を整

備することで、空家等の市場流通を促し、空

家等の利活用を促進したいと考えておりま

す。 

いただいたご意見については、今後の住宅

施策や空家等の利活用の取組の参考にさせ

ていただきます。 
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№ 
該当 

頁 
意見概要 区の考え方 

２ 22 

空き家が「問題」として考えられている

が、空き家を「資源」とする発想に切り替

えることを提案する。 

区では、空家等対策の取組の基本的な考

え方の一つとして、「空家等の利活用の促

進」を掲げ、空家等を地域の資源として捉

え、利活用・流通を促進し、地域の活力を

保持・増進する取組を進めてきました。引

き続き、空家等の利活用を促進していきま

す。 

３ 

28 

・ 

30 

・ 

35 

１．住みたい人、使いたい人（以下利用者）

からのアプローチ 

空き家の利活用方針を決める前に利用

者の意見・要望を取り入れる方法はない

か。 

空き家の所有者と利用者のマッチング

を成立させるためには、利用者の意見等を

取り入れることも重要と考えております。

区では、令和５年度より運用を開始する公

民連携プラットホームの活用も視野に入

れつつ、様々な住まいに係る課題の解決に

向けた取組を進めていきます。 

また、これと併せて、今後、（仮称）空家

等利活用相談窓口を設置し、空家等の利活

用を進めていきます。 

４ 30 

２．区内各地のエリア別の特色 

エリア別に利用者のニーズに合わせた

利活用を検討できないか。高円寺であれば

一軒家をシェアする、お店をやるなど、松

庵、今川、善福寺などの大きな古い一軒家

では、そのままリノベーションして活用す

るなど。所有権で難しいが、持ち主と合意

を取る方法を探して、有効に活用してほし

い。 

30頁のコラムで、空き家の利活用に関す

る高円寺地域のまちづくり活動を紹介し

ています。この活動では、「空き家活用勉強

会」を開催するなど、高円寺周辺に空き家

を持つ所有者と、どのように空き家を活用

するかについてのアイデアを出し合い、空

き家の活用方法を決定するなどの事例が

生まれています。 

区では、このような地域主体のまちづく

り活動とも連携し、空家等の利活用の支援

を進めていきます。 
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№ 
該当 

頁 
意見概要 区の考え方 

５ 

30 

・ 

35 

３．杉並らしさの打ち出し 

西荻窪や高円寺などの商店会で実施さ

れているように、まず若い世代に貸して、

新しい商店主の繋がりでまた別の店を開

きたい人がやってくるといったサイクル

が住居でも作れるといいのではないか。

「多様な主体との連携」に、こうした個人

商店の取り組みを加えることで、杉並らし

い資源活用ができるのではないか。 

また、解体や清掃ボランティアといった

活動を公共と地域社会とともに行うこと

で「空き家を切り口とした地域コミュニテ

ィ」「まちづくり活動」につながると思う。

杉並らしさを空き家施策にも活かしてほ

しい。 

区では、空家等対策の取組を推進するた

めには、多様な主体との連携が必要と考え

ています。頂いたご意見の事例について

は、今後の空家等の利活用の促進に関する

取組の参考にさせていただきます。 

また、令和５年度から運用を開始する公

民連携プラットフォームの活用も視野に

入れつつ、様々な地域課題の解決に向けて

取組を進めていきます。 
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№ 
該当 

頁 
意見概要 区の考え方 

６ 

26 

・ 

35 

空家等対策計画（案）においては、相談

窓口や相談体制の開設・整備を含む総合的

な空家対策を推進する上での協働・連携先

の専門家として行政書士の名称が記載さ

れていないため、その活用を求める。 

東京都行政書士会では、様々な取組を通

じて東京都の空き家問題への取り組みに

貢献し、かつ空き家問題に悩む都民のニー

ズに向き合ってきており、地方の実家の親

の高齢化や相続等による土地建物の売却、

リフォーム、リノベーションなど利活用促

進に対してコーディネーターとしての役

割を果たしている。他区においては、「空家

等相続人調査及び折衝業務」に行政書士が

従事している例もある。これらの実績等を

踏まえ、「専門家による空家等総合相談窓

口」に行政書士を参画させ、また、「杉並区

空家等対策協議会」についても行政書士に

参画・連携の途をひらくことが、杉並区の

住宅都市としての価値を高め、暮らしやす

く良好な住環境の実現を図ることに寄与

するものと考える。 

空家等の問題は多岐にわたることから、

専門的な相談に対応することが必要です。

そのため、区では、法務、不動産、建築、

税務等の複数の専門家と相談できる体制

と構築するため、各分野の専門家団体に協

力を依頼して「専門家による空家等総合相

談窓口」を実施しています。 

また、杉並区空家等対策協議会（以下「協

議会」という。）の組織構成は、「杉並区空

家等対策協議会条例」において定めてお

り、協議会の役割は、同条例で定める空家

等対策計画の作成、変更及び実施に関する

事項のほか、特定空家等の認定や措置に関

する事項について、区長の諮問に応じ、答

申するものです。そのため、区では、協議

会の委員の選定に際し、空家等対策計画の

作成のほか、特定空家等の認定や措置につ

いて、専門家の立場から区に対し助言がで

きる専門家団体を選定しております。 

一方で、計画案にも記載のとおり、区で

は、空家等対策の取組を推進するために

は、多様な主体との連携が必要と考えてお

ります。今後も、空き家問題の解決に向け

た取組を効果的に進めるため、貴会はもち

ろんのこと、多様な主体と連携し、空家等

対策を推進していきます。 

 

 



№ 頁 項目等 計画案 修正内容（修正は下線部） 修正理由

1 1

１．計画の目的と位置
づけ
（１）背景及び目的

～管理不全な空家等が及ぼす生活環境への悪
影響を改善してもらいたいという、区民の意
識は高まっています。

～管理不全な空家等が及ぼす生活環境への悪
影響を改善してもらいたいという、区民から
の要望は増えています。

より適切な表現
に修正

2 1

１．計画の目的と位置
づけ
（１）背景及び目的

また、国は、特措法施行後の取組状況や地方
公共団体からの要望等を踏まえ、令和３年
（2021年）６月に～

また、特措法施行後の取組状況や地方公共団
体からの要望等を踏まえ、国は、空家等の発
生の抑制、利活用、除却等の取組を強力に推
進するため、令和３年（2021年）６月～ より適切な表現

に修正

3 1

１．計画の目的と位置
づけ
（１）背景及び目的

また、基本構想実現のため、杉並区の将来都
市像のイメージとまちづくりの到達すべき目
標を明らかにする「杉並区まちづくり基本方
針（杉並区都市計画マスタープラン）」を令
和４年度（2022年度）に改定し、対策計画の
上位計画となる「杉並区住宅マスタープラ
ン」を令和５年度（2023年度）に改定するこ
とから、～

また、基本構想を実現するため、区の将来都
市像のイメージとまちづくりの到達すべき目
標を明らかにする「杉並区まちづくり基本方
針（杉並区都市計画マスタープラン）」を令
和４年度（2022年度）に改定するとともに、
対策計画の上位計画となる「杉並区住宅マス
タープラン」についても令和５年度（2023年
度）に改定することから、～

より適切な表現
に修正

4 2

用語の定義 住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の～ 住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高
齢者、障害者、子どもを養育する家庭、その
他住宅の確保に特に配慮を要する者）に対す
る賃貸住宅の～

分かりやすくす
るための修正

5 3

１．計画の目的と位置
づけ
（２）計画の位置づけ

杉並区基本構想が上位計画として位置づけら
れていた。

杉並区基本構想を上位計画から独立した形で
表記した。

誤記による修正

6 3

１．計画の目的と位置
づけ
（１）計画期間

空き家実態調査の結果及び社会経済情勢の変
化等を踏まえ、～

空き家実態調査の結果及び社会経済環境の変
化等を踏まえ、～

より適切な表現
に修正

7 8

２．杉並区の空家等の
現状
（２）空家等の実態に
ついて
⑦高齢者の空き家所有
の動向について

～60歳以上の高齢者が77.0％を占めていま
す。

～60歳以上の方が77.0％を占めています。

誤記による修正

8 8

２．杉並区の空家等の
現状
（２）空家等の実態に
ついて
〇参考　全国・特別区
との空き家率の比較

※住宅・土地統計調査における「空き家」に
ついて
　　杉並区空き家実態調査では、～

※住宅・土地統計調査における「空き家」に
ついて
　住宅・土地統計調査における「空き家」と
は、一戸建ての住宅や、アパートのように完
全に区画された建物の一部で、一つの世帯が
独立して家庭生活を営むことができる住宅に
おいて、ふだん人が居住していない住宅をい
います。
　そのため、杉並区空き家実態調査では、～

分かりやすくす
るための修正

9 9

２．杉並区の空家等の
現状
（３）空き家所有者の
意向調査結果
②建物管理について

また、維持管理していない理由として、「遠
方に住んでいるため」、「年齢や身体的な理
由のため」、「維持管理する気持ちがないた
め」との回答が多く挙げられています。

また、維持管理していない理由として、「遠
方に住んでいるため」、「年齢や身体的な理
由のため」、「維持管理する気持ちがないた
め」との回答が挙げられています。 より適切な表現

に修正

10 11

２．杉並区の空家等の
現状
（４）空家等の現状の
まとめ
②地区ごとの空き家数
の傾向

～また、平成25年度調査と比較すると、空き
家数が減少している地区はあるものの、空き
家数が増加している地区が多くなっていま
す。

～また、平成25年度調査と比較すると、空き
家数が増加している地区が多くなっていま
す。

より適切な表現
に修正

11 11

２．杉並区の空家等の
現状
（４）空家等の現状の
まとめ
④平成25年度調査時に
確認した空き家の現在
の状況

ⅰ　408件の空き家のうち、219件について
は、解体（新築・改築を含む）や居住を確認
し、問題が改善されました。

ⅰ　408件の空き家のうち、219件について
は、解体（新築・改築を含む）や居住を確認
し、問題が解消されました。

より適切な表現
に修正

杉並区空家等対策計画（案）修正一覧
別紙２

1 



№ 頁 項目等 計画案 修正内容（修正は下線部） 修正理由

12 15

３．空家等対策に係る
これまでの取組状況
（２）空家等の利活用
の促進
①流動性の向上

・ 専門家団体等の協力のもと、建物の状況
や改修の必要性のほか、～

・ 専門家団体等の協力のもと、「専門家に
よる空家等総合相談窓口」を開設し、相談者
一人ひとりに対し、建物の状況や改修の必要
性のほか、～ より適切な表現

に修正

13 15

３．空家等対策に係る
これまでの取組状況
（２）空家等の利活用
の促進
②空家等利活用モデル
事業の実施

～事業の採算性が合わないなどの理由で、応
募自体が少なかったため。

～事業の採算性が合わないなどの理由で、応
募自体が少なかったため、１件に留まってい
ます。

より適切な表現
に修正

14 17

３．空家等対策に係る
これまでの取組状況
（３）管理不全な空家
等への対応
④跡地の活用

～防災まちづくりと連携した整備や地域での
活用支援を検討することとしましたが、～

～防災まちづくりと連携した整備や地域での
活用支援を検討しましたが、～

より適切な表現
に修正

15 18

３．空家等対策に係る
これまでの取組状況
（４）多様な主体との
連携
③区民との連携

・ 町会・自治会が行う防犯パトロールや民
生委員の活動などにより、地域の住環境に悪
影響を及ぼしている空家等の問題がある場合
には、区民からの情報提供を踏まえ、協力し
て問題の解決を図りました。 

・ 町会・自治会が行う防犯パトロールや民
生委員の活動などにより、地域の住環境に悪
影響を及ぼしている空家等の問題がある場合
には、区は、町会・自治会や区民からの情報
提供を踏まえ、空家等の所有者に対し適切な
管理を行うよう指導を行い、町会・自治会や
近隣に居住している区民が問題となっている
空家等の所有者の連絡先を知っている場合に
は、直接、連絡をしていただき、適切な管理
を依頼してもらうなど、協力して問題の解決
を図りました。 

分かりやすくす
るための修正

16 19

４．空家等対策を進め
ていく上での主な課題
（１）「空家等の発生
抑制と適正な管理」に
関する課題
③空き家になる前から
の意識啓発の必要性

　空き家になると維持管理の問題や近隣に迷
惑を及ぼす可能性があることから、～

　空き家になると維持管理の問題や近隣に迷
惑を及ぼす可能性があり、解決も難しいこと
から、～

より適切な表現
に修正

17 19

４．空家等対策を進め
ていく上での主な課題
（１）「空家等の発生
抑制と適正な管理」に
関する課題
④相続の生前対策の必
要性

～また、高齢者人口も増加傾向にあることか
ら、相続の準備に対する意識啓発が必要で
す。

～また、高齢者人口も増加傾向にあることか
ら、相続財産の確認や、誰が財産を相続し管
理するのかを家族で話し合うなど、相続に向
けた準備に対する意識啓発が必要です。

分かりやすくす
るための修正

18 20

４．空家等対策を進め
ていく上での主な課題
（２）「空家等の利活
用の促進」に関する課
題
③効果的な空家等利活
用モデル事業の実施に
向けて

～住宅確保要配慮者への住まいの提供や地域
交流施設への転用の促進を図ろうとしまし
た。しかし、建物が新耐震基準を満たしてい
ないことや事業の採算性の問題から、事業に
至った件数は上記②のマッチングが成立した
１件のみであったため、～

～住宅確保要配慮者への住まいの提供や地域
交流施設への転用の促進に向けた取組を進め
ました。しかし、建物が新耐震基準を満たし
ていないことや事業の採算性の課題から、事
業に至った件数は上記②のマッチングが成立
した１件のみでした。～

より適切な表現
に修正

19 20

４．空家等対策を進め
ていく上での主な課題
（３）「管理不全な空
家等への対応」に関す
る課題
①管理不全な空家等へ
の対応

～引き続き、管理不全な空家等への対策を推
進する必要があります。

～引き続き、管理不全な空家等への対策を早
期に進める必要があります。

より適切な表現
に修正

20 20

４．空家等対策を進め
ていく上での主な課題
（４）「多様な主体と
の連携」に関する課題

　空家等の問題は多岐にわたり、区の取組だ
けでは解決することはできません。そのた
め、引き続き、区民、専門家団体や関係機関
と区が互いに協力し、問題解決に向けた様々
な取組を連携して推進していく必要がありま
す。

　空家等の問題は多岐にわたり、区の取組だ
けでは解決することはできません。そのた
め、引き続き、区民、専門家団体や関係機関
と区が互いに協力し、問題解決に向けた様々
な取組を連携して推進していく必要がありま
す。
　また、住まいに係る課題を解決するには、
行政のみで対応するのではなく、地域の様々
な主体との連携による取組が必要です。

杉並区住宅マス
タープランとの
整合を図るため
の修正

21 21

５．空家等対策の基本
的な方針
・リード文

～空家等の利活用を行う上でのニーズや課題
も顕在化しました。

～空家等の利活用を行う上での課題が顕在化
しました。

より適切な表現
に修正

2 



№ 頁 項目等 計画案 修正内容（修正は下線部） 修正理由

22 21

５．空家等対策の基本
的な方針
（１）対象とする空家
等の種類

～それぞれの住戸が別個の建築物であると判
明した場合は、それぞれの住戸を空家等とし
ます。

～それぞれの住戸が別個の建築物であると判
明した場合は、それぞれの住戸を対象としま
す。 より適切な表現

に修正

23
21
・
23

５．空家等対策の基本
的な方針
（３）空家等対策の基
本理念

『総合的な空家等対策を推進し、「誰もが安
心して住み続けられる暮らしやすい住環境の
実現」を目指します。（※）』とします。
※現在、杉並区住宅マスタープランについて
も改定作業中であり、同プランの改定内容に
合わせて空家等対策の基本理念は変更となる
可能性があります。

『総合的な空家等対策を推進し、「誰もが安
心して住み続けられる暮らしやすい住環境の
実現」を目指します。』とします。

不必要な注意書
きの削除

24 24

６．空家等対策の推進
〇リード文

　区は、全国と比較して空き家率は高くない
状況ですが（８ページ「参考　全国・特別区
と空き家率の比較」参照）、住宅を中心とし
た市街地を形成しているため、管理不全な空
家等が周辺環境に悪影響を及ぼす可能性は非
常に高くなります。

　区は、全国と比較して空き家率は高くない
状況ですが（８ページ「参考　全国・特別区
と空き家率の比較」参照）、区内の土地利用
は７割が宅地であり、住宅を中心とした市街
地を形成しているため、管理不全な空家等が
周辺環境に悪影響を及ぼす度合いは非常に高
くなります。

杉並区住宅マス
タープランとの
整合を図るため
の修正

25 26

６．空家等対策の推進
（１）空家等の発生抑
制と適正な管理に関す
る取組
②空家等に関する相談
窓口の一元化

～区役所の窓口を住宅課に一元化するワンス
トップサービスを実施します。

～区役所の窓口を住宅課に一元化するワンス
トップサービスを引き続き実施します。

より適切な表現
に修正

26 26

６．空家等対策の推進
（１）空家等の発生抑
制と適正な管理に関す
る取組
③専門家団体等と連携
した総合的な相談体制
の整備

～相談は、法務、不動産、建築、税務等の複
数の専門家と相談できる体制とします。ま
た、～

～相談は、法務、不動産、建築、税務等の複
数の専門家と相談できる体制とし、希望者に
は、オンラインによる相談が可能となるよ
う、整備を進めていきます。また、～ 重点的な取組内

容の修正

27 28

６．空家等対策の推進
（２）空家等の利活用
の促進に関する取組
①空家等利活用の相談
体制の充実
（ア）（仮称）空家等
利活用相談窓口の開設

しかし、空家等の利活用に関する相談につい
ては、１回の限られた相談時間内で済むこと
は難しく、また、利活用に向けて継続的な相
談が必要となります。
　今後、これらの課題を解決し、～

しかし、空家等の利活用に関する相談につい
ては、１回の限られた相談時間内で具体的な
提案をすることは難しいことから、利活用に
向けて継続的な相談体制が必要となります。
　今後、この課題を解決し、～

より適切な表現
に修正

28 29

６．空家等対策の推進
（２）空家等の利活用
の促進に関する取組
①空家等利活用の相談
体制の充実
（ウ）情報提供の充実

　空家等の所有者等は、空家等の所在地に必
ずしも居住していないことから、東京都及び
他自治体の空家等利活用の取組に関する情報
や民間事業者による利活用の事例等を収集
し、相談者に提供します。

　空家等の所有者が利活用を考え行動を起こ
そうとするときに、利活用に向けた具体的な
イメージを描くことができる情報提供が必要
です。そのため、杉並区だけでなく、東京都
及び他自治体の空家等利活用の取組に関する
情報や民間事業者による利活用の事例等を収
集し、ホームページに掲載するなど、利活用
を考えている空家等の所有者に情報提供を行
います。

分かりやすくす
るための修正

29 29

６．空家等対策の推進
（２）空家等の利活用
の促進に関する取組
②空家等利活用モデル
事業の実施

これまでの間、空家等利活用モデル事業を実
施してきましたが、実績は平成29年度の１件
のみで、あまり活用されてきませんでした。
このモデル事業の課題は、本事業の要件に適
合した利活用では、事業の採算性の確保が難
しいことなどにあります。～

この間、空家等利活用モデル事業を実施して
きましたが、実績は平成29年度の１件のみと
なっています。このモデル事業の課題は、本
事業の要件に適合した利活用を行った場合、
事業の採算性の確保が難しいことなどにある
ため、～

より適切な表現
に修正

30 30

６．空家等対策の推進
（２）空家等の利活用
の促進に関する取組
④まちづくり活動との
連携による空家等利活
用

　このような地域主体のまちづくり活動を生
かし、防災性をどう担保するかを含めて支援
し、連携することにより、当該地域での空家
等の利活用の促進を図ります。

　このような地域主体のまちづくり活動を支
援し、優れた取組と区が連携することによ
り、当該地域での空家等の利活用の促進を図
ります。また、地域によっては、防災性の向
上（オープンスペースの確保など）を優先す
べき地域もあるので、このような地域で空家
等の利活用を行う場合には、どのように防災
性を担保するのかについての助言などを行い
ます。

分かりやすくす
るための修正

3 



№ 頁 項目等 計画案 修正内容（修正は下線部） 修正理由

31 31

６．空家等対策の推進
（３）管理不全な空家
等への対応に関する取
組
①空家等の所有者等に
対する改善に向けた助
言・指導等の実施

　適切な管理がされていない空家等は、近隣
の生活環境に対し悪影響を及ぼすことから、
区には近隣住民からの相談が数多く寄せられ
ています。

　適切な管理がされていない空家等は、近隣
の生活環境に対し悪影響を及ぼすことから、
区に近隣住民からの相談が数多く寄せられて
います。

より適切な表現
に修正

32 31

６．空家等対策の推進
（３）管理不全な空家
等への対応に関する取
組
①空家等の所有者等に
対する改善に向けた助
言・指導等の実施

～周辺の生活環境の影響の程度によっては、
行政が関与すべき事案でない場合がありま
す。

～周辺の生活環境の影響の程度によっては、
行政が関与できない場合があります。

より適切な表現
に修正

33 32

６．空家等対策の推進
（３）管理不全な空家
等への対応に関する取
組
②所有者不明の管理不
全な空家等への対応

～これらの制度を活用するのに適していると
判断した場合は、問題の改善に向けて適切な
制度を活用した対策を行います。

～これらの制度を活用するのに適していると
判断した場合は、積極的に活用するなど、問
題の改善に向けた対策を行います。

より適切な表現
に修正

34 32

６．空家等対策の推進
（３）管理不全な空家
等への対応に関する取
組
⑤特定空家等への措置
（ア）特定空家等の判
断

　「特定空家等に対する措置に関する適切な
実施を図るために必要な指針（ガイドライ
ン）」を踏まえ、～

国が定めた「特定空家等に対する措置に関す
る適切な実施を図るために必要な指針（ガイ
ドライン）」を踏まえ、～

分かりやすくす
るための修正

35 35

６．空家等対策の推進
（４）多様な主体との
連携に関する取組

～多様な主体と連携し、各種取組を進めてい
きます。

～多様な主体と連携した取組を進めます。ま
た、区では、令和５年度から地域の様々な主
体が地域課題の解決に向け、相互に連携・協
力することができる「公民連携プラット
フォーム」の運用を開始することから、住ま
いに係る様々な課題の解決に向けては、空家
等を地域の資源の一つとして捉え、このプ
ラットフォームの活用も視野に入れつつ、多
様な主体と連携した取組を進めていきます。

杉並区住宅マス
タープランとの
整合を図るため
の修正

36 35

６．空家等対策の推進
（４）多様な主体との
連携に関する取組
①専門家団体及び関係
機関等との連携

条例設置した杉並区空家等対策協議会は、～ 杉並区空家等対策協議会は、～

より適切な表現
に修正

37 36

６．空家等対策の推進
（４）多様な主体との
連携に関する取組　の
後ろ （記載なし） コラムを追加

区民等の意見提
出手続き期間中
に示された法律
案の内容を追記

38 37

６．空家等対策の推進
（５）取組スケジュー
ル
③専門家団体等と連携
した総合的な相談体制
の整備

〇継続実施。
〇毎月、第３木曜日に「専門家による空家等
総合相談窓口」を開設。

〇継続実施。
〇毎月、第３木曜日に「専門家による空家等
総合相談窓口」を開設。
〇令和５年度（2023年度）から希望者に対
し、オンラインによる相談を開始。

№26の修正に伴
う修正

39 37

６．空家等対策の推進
（５）取組スケジュー
ル
⑥税負担の軽減制度の
周知のスケジュールの
修正

〇令和７年度（2025年度）まで実施。
※当該制度が延長される場合は、令和８年度
（2026年度）以降も実施する。

〇令和５年（2023年）まで実施。
※当該制度が延長される場合は、令和６年
（2024年）以降も実施する。

誤記による修正

40 37

６．空家等対策の推進
（５）取組スケジュー
ル
（イ）専門家団体等と
連携した総合的な相談
体制の整備

〇継続実施。
〇毎月、第３木曜日に「専門家による空家等
総合相談窓口」を開設。

〇継続実施。
〇毎月、第３木曜日に「専門家による空家等
総合相談窓口」を開設。
〇令和５年度（2023年度）から希望者に対
し、オンラインによる相談を開始。

№26の修正に伴
う修正

4 



№ 頁 項目等 計画案 修正内容（修正は下線部） 修正理由

41 38

６．空家等対策の推進
（５）取組スケジュー
ル
（ウ）情報提供の充実

〇令和５年度（2023年度）から実施。
〇他自治体や民間事業者による利活用の事例
等の収集・提供を行う。

〇令和５年度（2023年度）から実施。
〇他自治体や民間事業者による利活用の事例
等の収集・提供・ホームページへの掲載を行
う。 №28の修正に伴

う修正

42 39

６．空家等対策の推進
（５）取組スケジュー
ル
（４）多様な主体との
連携

〇継続実施。 〇継続実施。
〇令和５年度（2023年度）から住まいに係る
様々な課題解決に向け、「公民連携プラット
フォーム」の活用を視野に入れつつ、多様な
主体と連携した取組を進める。

№35の修正に伴
う修正

43 40

７．空家等対策の実施
体制について
（１）庁内体制の整備

③データベースの構築
～継続的に把握するため、データベースを構
築します。

③データベースの更新
～継続的に把握するため、データベースを更
新します。 より適切な表現

に修正

44 ― 本文中 表の備考欄の名称統一
例）
・備考

より適切な表現
に修正

45 ― 本文中 グラフのタイトル名の記載方法の統一

例）
・【維持管理する上で困っていること】
・【建物管理の頻度】

記載の統一を図
るため修正

46 ― 本文中
例）
・空き家と推定した
・空き家と把握した

例）空き家と確認した
記載の統一を図
るため修正

47 ― 本文中
法律、区の構想、方針、計画等の名称の記載
方法の統一

例）
「空家等対策の推進に関する特別措置法」 記載の統一を図

るため修正

48 ― 本文中
カギカッコ（「　」）が連続する場合の読点
の打ち方の統一

例）
「遠方居住」、「年齢・身体的理由」、「維
持管理する気持ちがない」

記載の統一を図
るため修正

49 ― 本文中
アンケートの回答を表すカギカッコ
（「　」）の記載方法の統一

例）
「相続等により取得したが、他に居住してい
る住宅がある」

記載の統一を図
るため修正

50 ― 本文中
杉並区と区、杉並区内と区内の記載方法の統
一

例）
区、区内 記載の統一を図

るため修正

51 ― 本文中
対策計画、本計画、本対策計画の記載方法の
統一

例）
対策計画 記載の統一を図

るため修正

52 ― 本文中 元号表記

本文中の和暦表記に西暦を併記するよう表記
統一
※ただし、略語は除く

記載の統一を図
るため修正
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１．計画の目的と位置づけ 
 

杉並区空家等対策計画策定の背景、目的及び位置づけ等は、以下のとおりです。 

 

（１）背景及び目的 

近年、人口減少や少子高齢化の進行を背景に、全国的に空家等の増加が大きな社会問題の一つ

になっています。区においても、適切な維持管理がされないまま空き家が老朽化したり、樹木の

繁茂などが進行することにより、建物の保安上の問題だけでなく、防災、衛生、景観等の様々な

面から、隣接する建物や周辺に悪影響を及ぼす事例も多く見られるようになりました。 

こうした中、「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「特措法」という。）が施行され、

空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）が、空家等の適切な管理について第一

義的な責任を有することを前提としつつ、住民に最も身近な行政主体である市町村（特別区を含

む）が、地域の実情に応じた空家等対策の実施主体として位置付けられました。 

そこで、区では、学識経験者、専門家、関係行政機関職員等で構成する杉並区空家等対策協議

会を設置し、同協議会への諮問、答申を受け、平成 28年（2016年）８月に「杉並区空家等対策

計画」（以下「対策計画」という。）を策定し、「杉並区住宅マスタープラン」の基本理念である

「誰もが安心して住み続けられる良好な住環境の実現」を目指し、区内の空家等対策について総

合的かつ計画的に取組を進めてきました。 

しかし、平成 30年度（2018年度）杉並区空き家実態調査（以下「平成 30 年度調査」という。）

では、空き家数が 748 件と平成 25 年度（2013 年度）杉並区空き家実態調査（以下「平成 25 年

度調査」という。）の 408件から約 1.8 倍に増加し、近隣の空家等に対する相談件数も年 200件

程度寄せられるなど、管理不全な空家等が及ぼす生活環境への悪影響を改善してもらいたいと

いう、区民からの要望は増えています。 

また、特措法施行後の取組状況や地方公共団体からの要望等を踏まえ、国は、空家等の発生の

抑制、利活用、除却等の取組を強力に推進するため、令和３年（2021年）６月に特措法第５条第

１項に基づく「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」の改正

を行いました。 

このように区内の空家等を取り巻く状況が変化する中、区では、概ね 10 年程度を見据えた区

が目指すまちの姿を「みどり豊かな 住まいのみやこ」とする新たな基本構想を令和３年（2021

年）10 月に策定し、その具体的な道筋として、新たな総合計画・実行計画等を令和４年（2022

年）３月に策定しました。また、基本構想を実現するため、区の将来都市像のイメージとまちづ

くりの到達すべき目標を明らかにする「杉並区まちづくり基本方針（杉並区都市計画マスタープ

ラン）」を令和４年度（2022年度）に改定するとともに、対策計画の上位計画となる「杉並区住

宅マスタープラン」についても令和５年度（2023年度）に改定することから、対策計画について

も住宅都市としての価値を更に高め、暮らしやすく良好な住環境の実現を図るため、改定するこ

ととしました。 

なお、対策計画は、区における空家等対策の全体像を区民が容易に把握できるようにするとと

もに、空家等の適切な管理の重要性及び管理不全な空家等がもたらす諸問題について、広く区民

に啓発していくことも目指します。 
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対策計画で使用する用語の定義は以下のとおりです。 

 

＜用語について＞ 

空 家 等：建築物、または、これに附属する工作物であって

居住その他の使用がなされていないことが常態で

あるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着

するものを含む。）をいう。ただし、国または地

方公共団体が所有し、または管理するものを除

く。（特措法第２条第１項） 

なお、使用がなされていないことが常態と

は、「おおむね年間を通して建築物等の使用実績

がないこと」をいう。（空家等に関する施策を総

合的かつ計画的に実施するための基本的な指

針） 

※関連事項：21ページ（１）対象とする空家等

の種類参照 

 

管理不全な：建築物に破損等があり、また、その敷地に雑草等が繁茂して害虫が発生するなど、適 

空家等   正に管理されていない状態にある空家等をいう。 

 

特定空家等：そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、または、著し

く衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著し

く景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置すること

が不適切である状態にあると認められる空家等をいう。（特措法第２条第２項） 

 

特定空家等：区内の老朽化した木造建築物について調査を行い、「杉並区特定空家等に準じる建築物 

に準じる建 の判定会議」において、特定空家等に準じる建築物と判定したものをいう。 

築物 

 

空 き 家：上記「空家等」のうち、建築物のみを指す場合をいう。 

 

杉並区居住：住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する家庭、 

支援協議会 その他住宅の確保に特に配慮を要する者）に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律に基づき、住宅確保要配慮者と民間賃貸住宅の賃貸人双方に対する情報提供等の

支援や円滑な入居促進に関し、必要な事項について協議・実施するための機関。 

 

居住支援法：「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、居住支援 

人     を行う法人として、都道府県が指定するもの。 

 

新耐震基準：「建築基準法」の改正により昭和 56年（1981年）６月１日から導入された基準。この

基準は、建築物の耐用年数中に何度か遭遇するようなまれに発生する中規模の地震に

対しては柱や壁等の構造体を無被害にとどめ、一度は遭遇するような極めて稀に発生

する大地震に対しては、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目

標としている。 

 

エリアマネ：地域において、文化活動、広報活動、交流活動などを継続的・面的に実施することに 

ジメント  より、地域の活性化や持続的発展を推進する活動。  

空家等の概念 

時間の経過 

空き家の数 

 

 

空家等 
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（２）計画の位置づけ 

対策計画は、特措法第６条に基づき、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた

めの基本的な指針」に即して定めることができる空家等に関する対策についての計画であり、下

図のとおり「杉並区住宅マスタープラン」等の下位計画とします。 

なお、「誰もが安心して生活を継続できる多様な住環境の実現に向けた総合的な住まいのあり

方について」調査・審議を行ってきた「杉並区総合的な住まいのあり方に関する審議会」からの

答申も踏まえて、対策計画を策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画期間 

「杉並区住宅マスタープラン」の計画期間に合わせ、令和５年度（2023年度）から令和 12年

度（2030年度）までとします。 

なお、本対策計画は、「杉並区総合計画」や「杉並区住宅マスタープラン」等の上位計画の改

定、空き家実態調査の結果及び社会経済環境の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

また、本対策計画の達成状況を確認するために、定期的に空き家実態調査を行います。 

  

空家等対策の推進に関する 

特別措置法 

杉並区空家等対策計画 

整合 

空家等に関する施策を総合的かつ 

計画的に実施するための基本的な指針 

杉並区総合的な住まいのあり方に 

関する審議会答申 

（空家等対策に係る内容） 

 

杉並区生活安全及び 

環境美化に関する条例 

関連計画 

建築基準法 

関連法規 

杉並区地域強靭化計画 

杉並区環境基本計画 

杉 並 区 基 本 構 想 

上位計画 

杉並区総合計画・実行計画 

杉並区まちづくり基本方針 

（杉並区都市計画マスタープラン） 

杉並区住宅マスタープラン 



 

 

4 

２．杉並区の空家等の現状 
 

（１）人口・高齢化率の将来推計 

区の人口は、令和 15年（2033年）にピーク（約 589,000人）を迎え、その後減少していくこ

とが見込まれています。一方、高齢者人口は増加傾向にあり、高齢化率は、令和 47年（2065年）

に 28.7％まで上昇する見込みです。また、高齢者単身世帯も増加傾向にあり、９ページの「空き

家所有者の意向調査結果」を踏まえると、相続、入院または施設への入所を契機に空き家が増加

することが懸念されます。 

【区の人口・高齢化率の将来推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢者単身世帯の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）空家等の実態について 

空家等の実態について、杉並区空き家実態調査の結果等から、以下のとおり整理しました。 

① 町別空き家数と空き家比率 

平成 30 年度調査によると、区全体で 748 件の空き家が確認され、平成 25 年度調査の 408 件

から約 1.8倍に増加しています。 

区の町別空き家数と空き家比率は５ページの【空き家の分布状況】のとおりです。和泉・成田

東・下高井戸で空き家数が多く、方南・高井戸西・高円寺北で空き家比率が高くなっています。

空き家数の増減については、５ページの【空き家の動向 平成 25年度（2013年度）⇒平成 30年

度（2018年度）】のとおりです。高円寺北、下井草、成田東で空き家数が大きく増加しています。  

60,888 61,717 60,776 58,546 57,356 56,196 54,673 52,914 51,104 49,330

392,477 399,798 402,240 396,988 383,775 370,818 359,897 350,489 340,328 327,795
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【空き家の分布状況】 

 

（出典：平成 30年度（2018年度）杉並区空き家実態調査） 

 

【空き家の動向 平成 25年度（2013年度）⇒平成 30年度（2018年度）】 

 
（資料：平成 25年度（2013年度）、平成 30年度（2018年度）杉並区空き家実態調査）  
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② 空き家の状況 

空き家と確認した 748 件の建物のうち、建物登記簿情報の存在を確認できた建物について調査し

た結果は以下のとおりです。 

〇建物の用 途：居宅が 389 件（76.6％）と最も多く、次いで、共同住宅が 57 件（11.2％）

でした。（ｎ=508件） 

〇建物の構 造：木造が 427件（83.9％）、非木造が 82件（16.1％）でした。（ｎ=509件） 

〇建物の階 数：２階建が 411件（80.7％）と最も多く、１階建の 57件（11.2％）を含める

と全体の 91.9％は２階建以下の建物でした。（ｎ=509件） 

〇建物の築年数：築 50年以上が 155件（34.6％）と最も多くなりました。また、築 30年以上

の空き家が 389件と 86.9％を占めています。（ｎ=448件） 

 

【空き家の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 平成 25年度調査時に確認した空き家の現在の状況 

平成 30年度調査において、平成 25年度調査で

確認した空き家の状況を調査したところ、408 件

のうち 219件（53.7％）で解体（新築・改築など

含む）や居住による改善を確認しました。 

平成 30 年度調査で確認した空き家数 748 件の

内訳は、平成 25 年度調査で確認し改善されなか

った空き家 189 件と平成 30 年度調査で新たに確

認した空き家 559件となります。 

 

  

【空き家の推移】 

76.6%

83.9%

11.2%

34.6%

10.4%

16.1%

80.7%

32.4%

11.2%

6.5%

19.9%

1.8%

1.4%

7.3%

0.2%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建物の用途

建物の構造

建物の階数

建物の築年数

併用住宅 53件 共同住宅 57件居宅 389件

木造 427件 非木造 82件

1階建 57件 2階建 411件 3階建 33件
4階建 7件

築50年以上 155件 築40～50年 145件 築30～40年 89件

築20～30年 33件 築20年未満 26件

店舗・事務所 9件

5階建 1件

189 189

219

559

平成25年度調査 平成30年度調査

408

748

改善

新たに

確認
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④ 平成 25年度調査で確認した空き家の接道状況 

建築基準法第 43条では建築物を建てる場合には、原則として敷地が道路に２ｍ以上接していなけれ

ばならないと定められています。平成 25年度調査で確認した空き家のうち、道路に２ｍ以上接道して

いないものは 94件で、全体の 23.0％でした。94件のうち 40件（42.6％）は平成 30年度調査で解体

されたことを確認しましたが、41件（43.6％）は空き家として残っていました。ただし、道路に２ｍ

以上接道している空き家についても 148件（47.1％）は空き家として残っている状況でした。 

【空き家の接道状況】                【接道状況別の対応状況】 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 道路に２ｍ以上接道していない敷地の建築物について 

道路に２ｍ以上接道していない敷地の建築物については、建築基準法第 43条第２項第２号に基づ

き、杉並区建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合に、建替えが可能となります。令和

元年度（2019年度）には 17件、令和２年度（2020年度）には 25件、令和３年度（2021年度）には

16件、道路に２ｍ以上接道していない敷地の建築物について許可があり、建替えが行われています。 

⑥ 空き家に関する相談の状況 

近隣住民から寄せられた空き家に関する相談は、初めて相談があった空き家（以下「新規空き

家」という。）も、以前から相談があった空き家（以下「既登録空き家」という。）のどちらも年

間 100件以上となっています。相談内容は、どちらも樹木繁茂・環境衛生に関することが多くな

っており、令和元年度（2019年度）は、台風の影響で建築物老朽化の相談数、割合が高くなって

います。 

■新規空き家・既登録空き家別相談内容 

 
令和元年度 

（2019年度） 

令和２年度 

（2020年度） 

令和３年度 

（2021年度） 

相談内容 

建築物老朽化 

73 53 43 

新規 既登録 新規 既登録 新規 既登録 

35 38 21 32 17 26 

樹木繁茂・環境衛生 

224 216 181 

新規 既登録 新規 既登録 新規 既登録 

122 102 104 112 84 97 

その他 

（上記以外の事項） 

28 11 29 

新規 既登録 新規 既登録 新規 既登録 

15 13 7 4 20 9 

合  計 

325 280 253 

新規 既登録 新規 既登録 新規 既登録 

172 153 132 148 121 132 

94件, 

23.0%

314件, 

77.0%

２ｍ未満 ２ｍ以上

40件,42.6%

124件,39.5%

13件,

13.8%

4件,

13.4%

41件,43.6%

148件,47.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２ｍ未満

２ｍ以上

解 体 居住有 空き家

(94件)

(314件)
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⑦ 高齢者の空き家所有の動向について 

国土交通省住宅局が令和元年（2019年）に実施した「空き家所有者実態調査」における「大都市

圏市部」の空き家の所有者は、60 歳以上の方が 77.0％を占めています。また、平成 30 年度調査に

おいて、住宅を「使用していない」と回答した方のうち 73.5％が 60歳以上の方です。 

高齢者単身世帯が増加傾向にあるため、今後さらに空き家が増加することが懸念されます。 

 

【空き家所有者の年齢（大都市圏市部）】

 
（出典：令和元年（2019年）空き家所有者実態調査） 

【空き家所有者の年齢（杉並区）】

 
（出典：平成30年度（2018年度）杉並区空き家実態調査） 

 

 

〇参考 全国・特別区との空き家（※）率の比較 

平成 30年（2018 年）の住宅・土地統計調査によると、区は特別区・全国と比較し、空き家

（空き室含む）率が低い状況にあります。 

地域区分 総住宅数（万戸） 空き家数（万戸） 空き家率（％） 

杉並区 34.7 3.0 8.6 

特別区 552.0 57.3 10.4 

全国 6,240.7 848.9 13.6 

※住宅・土地統計調査における「空き家」について 

住宅・土地統計調査における「空き家」とは、一戸建ての住宅や、アパートのように完全

に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる住宅にお

いて、ふだん人が居住していない住宅をいいます。 

そのため、杉並区空き家実態調査では、「空き家」を棟単位で抽出していますが、住宅・

土地統計調査における「空き家」は、空き室を含む戸数で抽出しています。 

 

  

22.9%

77.0%

0.1%

60歳未満

60歳以上

不明

26.5%

73.5%

60歳未満

60歳以上
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（３）空き家所有者の意向調査結果（平成 30 年度（2018 年度）杉並区空き家実態調査アン

ケートより） 

① 空き家となったきっかけ 

建物を使用しなくなった理由は、「相続等により取得したが、他に居住している住宅がある」、

次いで「住んでいた人が老人ホーム等に入所又は入院したため」が多く挙げられています。 

【建物を使用しなくなった原因・きっかけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 建物管理について 

空き家の管理は 32.2％が定期的に実施しておらず、15.0％はほとんど何もしていない状況に

あります。 

【建物管理の頻度】 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理する上で困っていることとして、「不審者による放火や不法侵入等が心配」、「近隣に

迷惑が掛かっているのではないかと不安」との回答が多い一方、「遠方に住んでいること」、「管

理するための費用がかかること」を問題点とする回答も挙げられています。 

また、維持管理していない理由として、「遠方に住んでいるため」、「年齢や身体的な理由のた

め」、「維持管理する気持ちがないため」との回答が挙げられています。 

 

 

 

 

 

  

24.1%

24.1%

15.0%

4.6%

8.0%

9.2%

15.0% 1カ月に1回以上 21件

数カ月に1回程度 21件

半年に1回程度 13件

1年に1回程度 4件

連絡があれば対応している 7件

以前は管理していたが、最近できていない 8件

ほとんど何もしていない 13件

32.2% ■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■

■ 

1

19

7

3

13

1

16

21

3

28

0 5 10 15 20 25 30

その他

売却や取り壊しを計画しているため

税制上の理由で取り壊しを控えているため

建物が手狭になった・老朽化した等の理由で、居住が困難となってきたため

賃借人が退去、若しくは見つからないため

転勤等で長期不在のため

別の住居へ転居したため

住んでいた人が老人ホーム等に入所又は入院したため

相続問題等で、所有者が決まっていないため

相続等により取得したが、他に居住している住宅があるため

（人） 

3 

15 

2 

20 

24 

2 

4 

11 

12 

0 10 20 30

遠方に住んでいること 
 

管理するための費用がかかること 
 

年齢や身体的な理由で維持管理が大変なこと 
 

維持管理をお願いする相手を探すこと 
 

不審者による放火や不法侵入等が心配 
 

近隣に迷惑が掛かっているのではないかと不安 
 

相談する相手がいないこと 
 

特にない 
 

その他 

【維持管理する上で困っていること】 

遠方に住んでいるため 
 

維持管理費用を工面することが 
できないため 

 
年齢や身体的な理由のため 

 
共有の権利者がいるが 

意見の調整ができていないため 
 

維持管理の方法がわからないため 
 

維持管理する気持ちがないため 
 

その他 

【維持管理していない理由】 

1 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

0 5（人） （人） 
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③ 建物の利活用について 

空き家の利活用については、

「利活用するつもりはない」が

52.3％で最も多く挙げられてい

ます。一方で、利活用の意向であ

る「利活用したい」、「条件次第で

利活用を考えたい」が 31.4%とな

っています。 

  

利活用の方法としては、「賃貸

住宅として貸し出したい」が最

も多く、次いで「将来子どもや親

族に使用させたい」が挙げられ

ています。 

 

 

利活用する条件としては、「良

い借り手が見つかれば利活用し

たい」、「利益が確保できれば利

活用したい」が多く挙げられて

います。 

 

 

④ 期待する支援内容 

行政に期待する支援内容とし

ては、「建物の解体工事費用や改

修工事費用の補助」が最も多く

挙げられています。 

 

 

⑤ 利活用しない理由 

空き家を利活用しない理由と

しては、「建替え・売却が既に決

まっている、計画しているから」

が最も多く挙げられているほか、

利活用に際し「修繕工事費用が

かかる」点を問題とする回答が

挙げられています。 
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5

1

3

4

3

20

0 10 20 30

建替え・売却が既に決まっている、計画しているから 

他人に貸し出したくないから 

資産として保有していたいから 

具体的な方法や手順がわからないから 

利活用することが面倒だから 

利活用するための修繕工事費用がかかるから 

その他 

           

 

（人） 

23.3%

8.1%

52.3%

16.3%
利活用したい 20件

条件次第で利活用を考えたい 7件

利活用するつもりはない 45件

わからない 14件

【空き家の利活用の意向について】 

0

0

4

3
8

2

6

3

0 5 10

自ら居住のために使用したい 

将来子どもや親族に使用させたい 

自らの所有物の保管場所として使用したい 

賃貸住宅として貸し出したい 

ボランティアや地域活動に貸し出したい 

区の事業の拠点として貸し出したい 

建物を取り壊し公共用地として行政に使用してもらいたい 

その他 

 （人） 

【希望する利活用の方法】 

1

1

4

4

3

0 2 4 6

建物の修繕費用の目処が立てば利活用したい 

良い借り手が見つかれば利活用したい 

利益が確保できれば利活用したい 

期間限定で貸し出し期間終了後 
自分で利用できるなら利活用したい 

その他 

 （人） 

【建物を利活用する条件】 

0

0

14
4

6

1

3

0 5 10 15

修繕工事や維持管理に詳しい 
建築・不動産の専門家の紹介 

資金繰りに詳しい金属・不動産の専門家の紹介 

信頼できる機関による借り手の紹介 

建物の耐震性・老朽化の危険性の診断の支援 

建物の解体工事費用や改修工事費用の補助 

その他 

特にない 

（人） 

【行政に期待する支援】 

【建物を利活用しない理由】 
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（４）空家等の現状のまとめ 

①区内の空き家数の傾向 

区内の空き家数は、平成 30年度調査では 748件となり、５年間で 1.8倍に増加しています。

また、高齢者人口及び高齢者単身世帯が増加傾向にあることから、今後も空き家数が増加する

ことが懸念されます。 

②地区ごとの空き家数の傾向 

平成 30 年度調査における空き家の分布状況を見ると、全ての地区で空き家が発生していま

すが、特に空き家数・空き家比率が突出している地区はありませんでした。また、平成 25 年

度調査と比較すると、空き家数が増加している地区が多くなっています。 

③空き家の構造・階数・築年数の傾向 

区内の空き家は、木造２階建の木造住宅が多い傾向にあります。また、築 30 年以上の空き

家が 85％を超えるなど、今後、さらに老朽化した空き家が増加することが懸念されます。 

④平成 25年度調査時に確認した空き家の現在の状況 

平成 25年度調査で空き家と確認した 408件について、平成 30年度調査では、以下の状況を

確認しました。 

ⅰ 408 件の空き家のうち、219 件については、解体（新築・改築を含む）や居住を確認し、

問題が解消されました。一方で、189件については空き家のままでした。 

ⅱ 接道が２ｍ未満の空き家は 94件ありましたが、解体された空き家は 40件ありました。な

お、区では、道路に２ｍ以上接道していない敷地の建築物の建替えについて、建築基準法第

43条第２項第２号の許可基準を整備しています。 

ⅲ 接道が２ｍ未満の敷地にある空き家と接道が２ｍ以上の敷地にある空き家が５年後も空

き家の状態である割合は、ほぼ同じであったことから、接道状況により大きな差が生じてい

ることはありませんでした。 

⑤空き家に関する相談の状況 

近隣住民からの空き家に関する相談は年間 200 件を超えていますが、新規空き家と既登録

空き家の割合は、ほぼ同じでした。また、相談内容は、新規空き家、既登録空き家に関わらず、

樹木繁茂・環境衛生に関することが多くなっています。 

⑥空き家所有者の意向調査結果 

平成 30 年度調査で実施した空き家所有者の意向調査の結果から、主に以下の事項を確認し

ました。 

ⅰ 建物を使用しなくなった理由は、「相続等により取得したが、他に居住している住宅があ

る」、次いで「住んでいた人が老人ホーム等に入所又は入院したため」が多く挙げられてい

ることから、高齢者人口や高齢者単身世帯が増加傾向にある中、相続、入院または施設への

入所を契機に空き家が増加することが懸念されます。 

ⅱ 空き家の管理が困難な理由は「遠方居住」、「年齢・身体的理由」、「維持管理する気持ちが

ない」など、多様な理由が挙げられています。 

ⅲ 利活用の意向がある空き家の所有者は、「利益の確保」や「修繕費用の目処が立つこと」

を条件として挙げています。一方、利活用の意向のない空き家の所有者は、「修繕工事費用

の確保」や「具体的な方法がわからない」ことを利活用しない理由として挙げています。  
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３．空家等対策に係るこれまでの取組状況 

 

区はこれまで、（１）空家等の発生抑制と適正な管理、（２）空家等の利活用の促進、（３）管

理不全な空家等への対応、（４）多様な主体との連携の４点を空家等対策の基本的な考え方とし

て、取組を推進してきました。 

 

（１）空家等の発生抑制と適正な管理 

① 空き家になる前からの空家等対策についての周知・啓発活動 

（ア）ホームページ、パンフレット等による意識啓発 

・ 空家等対策の啓発用パンフレット、チラシを作成・配布するとともに、ホームペー

ジに区が実施する空家等対策の施策を掲載し、周知しました。 

・ 平成 30 年度調査では、アンケート調査票を発送する際に、空き家候補とした建物

の所有者全員に対し、啓発用パンフレット、除却助成制度のチラシ、専門家による

空家等総合相談窓口のチラシ、租税特別措置法の空き家の譲渡所得３千万円特別控

除の制度のチラシを送付しました。 

・ 後期高齢者医療保険料の通知を送付する際に、封筒裏面に空家等の発生抑制に関す

る啓発文を掲載し、意識啓発を図りました。 

・ 東京都と連携して固定資産税の納税義務者に対して、空家等の適正管理をお願いす

る啓発文書（チラシ等）を配布しました。 

 

（イ）講習会、勉強会等による意識啓発 

・ 民間事業者と連携し、空家等に関する講習会やセミナーを実施し、併せて、相談会

も実施しました。 

■実施した講習会等一覧 

年度 件数 内容 

H28 

（2016） 
3 

全国住宅産業協会 「空家対策セミナー」（後援） 

土曜学校 「地域に開く空間活用術」（後援） 

ＮＰＯ法人日本地主家主協会 「空き家・空き室対策セミナー」（後援） 

H29 

（2017） 
5 

ミサワホーム株式会社 「空き家対策セミナー」（後援）※４回実施 

荻窪相続コンサル協会 「空き家対策および空家解消事例について」（後援） 

H30 

（2018） 
2 ミサワホーム株式会社 「相続・空き家対策セミナー」（後援）※２回実施 

R元 

（2019） 
4 

相続ファシリテーター協会「相続・空家対策セミナー」（後援）※２回実施 

ＮＰＯ法人空き家活用プロジェクト 「空き家関連セミナー」（後援） 

空家・空地管理センター「空き家問題勉強会」（後援） 

R02 

（2020） 
1 ネクスト・アイズ株式会社「東京都空き家フォーラム in杉並」（共催） 

R03 

（2021） 
2 

ネクスト・アイズ株式会社「東京都空き家フォーラム in杉並」（共催） 

ミサワホーム株式会社 『空き家活用・空き家予防 どうする「生前相続」「空き家・実家」対策セミナ

ー』（後援） 
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（ウ）相続の生前対策及び相続登記の促進 

・ 民間事業者と連携し実施した講習会等において、相続の生前対策や相続発生時の速

やかな登記の名義変更などの必要性について周知しました。 

 

② 区の住宅に関する相談窓口の一元化 

・ 空家等に関する相談については、広く住宅全般の相談として捉え、住宅課が区の相談窓口と

なるワンストップサービスを実施しました。まずは、住宅課で相談内容を取りまとめ、関連

部署が連携して問題の解決を図る体制を構築しました。 

 

③ 専門家団体等と連携した総合的な相談体制の整備 

・ 専門家団体等の協力のもと、相続問題、生前対策、修繕、利活用など各種の専門的な相談に

応じることができる「専門家による空家等総合相談窓口」を開設し、定期的に相談会を実施

しました。この相談窓口は無料で利用することができ、１回あたり 45分間の相談を受ける

ことができます。相談内容は、多岐にわたることもありましたが、相談者一人ひとりの問題

解決に向けた助言・提案をすることができました。 

■専門家による空家等総合相談窓口の実績（平成 29年（2017年）１月～） 

年度 件数 
相談内容（複数回答） 

売買 利活用 解体／除却 管理 賃貸 相続 税金 その他 

H28 

（2016） 
3 

2 0 0 2 1 0 0 1 

66.67% 0.00% 0.00% 56.67% 33.33% 0.00% 0.00% 33.33% 

H29 

（2017） 
23 

3 5 5 6 5 3 4 9 

13.04% 21.74% 21.74% 26.09% 21.74% 13.04% 17.39% 39.13% 

H30 

（2018） 
21 

5 0 2 13 3 3 0 2 

23.81% 0.00% 9.52% 61.90% 14.29% 14.29% 0.00% 9.52% 

R元 

（2019） 
18 

5 2 3 7 1 0 1 0 

27.78% 11.11% 16.67% 38.89% 5.56% 0.00% 5.56% 0.00% 

R02 

（2020） 
17 

4 1 8 1 3 0 0 3 

23.53% 5.88% 47.06% 5.88% 17.65% 0.00% 0.00% 17.65% 

R03 

（2021） 
18 

7 1 6 1 1 0 0 5 

38.89% 5.56% 33.33% 5.56% 5.56% 0.00% 0.00% 27.78% 

合計 100 
26 9 24 30 14 6 5 20 

26.00% 9.00% 24.00% 30.00% 14.00% 6.00% 5.00% 20.00% 
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④ 防災まちづくりと連携した住環境整備 

・ 建物の不燃化・耐震化や狭あい道路の拡幅整備等の防災まちづくりと連携した住環境整備

により、空家等の発生抑制を促進してきました。 

■老朽建築物の解体除却費用の助成実績（不燃化特区） 

年度 H28（2016） H29（2017） H30（2018） R元（2019） R02（2020） R03（2021） 

件数 29 31 39 43 43 45 

■木造住宅密集地域の除却建物への助成実績 

年度 H28（2016） H29（2017） H30（2018） R元（2019） R02（2020） R03（2021） 

件数 10 24 25 26 19 26 

■狭あい道路拡幅整備事業実績 

年度 H28（2016） H29（2017） H30（2018） R元（2019） R02（2020） R03（2021） 

助成金交付件数（件） 490 647 543 518 613 490 

整備件数（件） 624 621 604 591 592 576 

整備延長（ｍ） 8,361 8,297 8,330 7,410 7,859 7,009 

拡幅面積（㎡） 4,200 4,198 3,802 3,511 3,803 3,165 

 

⑤ 住宅基本性能の向上 

・ 建物の耐震診断、耐震改修に対する助成を行うことにより住宅基本性能の向上を図り、空家

等の発生抑制、利活用を促進しました。 

■木造住宅の耐震改修助成 

年度 H28（2016） H29（2017） H30（2018） R元（2019） R02（2020） R03（2021） 

簡易診断（件） 232 122 129 104 102 92 

精密診断助成（件） 133 77 89 70 59 56 

耐震改修助成（件） 51 45 33 49 24 29 

 

⑥ 税負担の軽減制度の周知 

・ 平成 28 年度（2016 年度）、国が創設した「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」に関

する制度周知をするとともに、「被相続人居住用家屋等確認申請書」の受付及び「被相続人

居住用家屋等確認書」の交付の事務を行いました。 

・ 区外からの申請が８割以上を占めています。 

■空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例：被相続人居住用家屋等確認申請書受付状況 

年度 件数 申請者数 
申請者住所 備考 

区内 区外 区外率 

１件の空き家を複数人で

相続している場合、空き

家件数は１件、申請者数

は相続人の人数となりま

す。 

H28（2016） 24 41 9 32 78.05％ 

H29（2017） 39 73 13 60 82.19％ 

H30（2018） 39 68 13 55 80.88％ 

R元（2019） 48 100 8 92 92.00％ 

R02（2020） 55 101 15 86 85.15％ 

R03（2021） 48 90 13 77 85.56％ 

合計 252 473 71 402 84.99％ 
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（２）空家等の利活用の促進 

① 流動性の向上 

（ア）マッチングシステムの構築 

・ これまでの間、住宅市場における空家等の流動化を図り、住宅確保要配慮者への住まい

の提供などを進めるため、空家等の所有者と空家等の利活用を希望する居住支援法人

等とのマッチングについて、以下の取組を進めてきました。 

〇杉並区居住支援協議会と連携して空家等利活用セミナーを実施し、このセミナーに参

加した空家等の所有者と居住支援法人等とのマッチングを行いました。 

〇空家等利活用セミナーでは、空家等を利活用して事業を実施している先行事例に関す

る講演、杉並区空家等利活用モデル事業の説明を行った後、空家等の所有者と居住支

援法人等とのマッチング、情報交換などを行いました。 

〇令和２年度（2020 年度）からは、空家等利活用モデル事業を実施する空き家を募集

し、また、居住支援法人等の募集・登録を併せて行い、空家等の所有者と登録した居

住支援法人等とのマッチングに向けた取組も行いました。 

・ マッチングを行う対象を、空家等利活用モデル事業の実施を希望する空家等の所有者

と居住支援法人等に限定したため、マッチングの成立は１件に留まりました。 
 

（イ）専門家団体等と連携した総合的な相談体制の整備（再掲） 

・ 専門家団体等の協力のもと、「専門家による空家等総合相談窓口」を開設し、相談者一

人ひとりに対し、建物の状況や改修の必要性のほか、法律面や相続面など、利活用する

にあたっての解決すべき事項等について助言しました。 

 

② 空家等利活用モデル事業の実施 

・ 空家等の利活用を進めていくため、住宅確保要配慮者を対象とした住まいや地域コミュニ

ティ活動ができる施設の提供を行う「空家等利活用モデル事業」を杉並区居住支援協議会と

連携して実施しました。 

・ 平成 29年度（2017 年度）には、上記マッチングが成立した１件の事業を選定し、ひとり親

世帯向け賃貸住宅を提供し、生活支援を行う事業がスタートしました。翌年度以降は、応募

や事前相談はあるものの、空家等利活用モデル事業の実施に至ることはありませんでした。 

＜事業の実施が１件に留まった主な理由＞ 

・空家等利活用モデル事業を実施する建物は、新耐震基準を満たすことが条件となります。

しかし、事前相談やマッチングを希望した建物のほとんどが新耐震基準を満たさないこ

とから、耐震改修工事を行う必要があり、事業の採算性が合わないなどの理由で、応募

自体が少なかったため、１件に留まっています。 
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③ 空家等利活用費用の助成 

・ 空家等利活用モデル事業を実施する空家等の所有者に対して、事業実施に必要な空家等の

改修費用の助成を平成 29年度（2017年度）に１件行いました。 

・ 杉並区居住支援協議会には、住宅確保要配慮者の住宅供給に資する空家等のリフォーム費

用を助成する制度がありますが、助成対象となる建築物については、昭和 56 年（1981 年）

６月１日以降の着工かつ工事完了後の建築基準法に基づく検査済証が必要であることや家

賃の設定に制約があることなどの理由から、助成の申請はなく、実績はありませんでした。 

 

（３）管理不全な空家等への対応 

① 除却費用助成 

・ 管理不全な空家等については、空家等の所有者による自発的な除却を促すため、特定空家等

及び特定空家等に準じる建築物である老朽危険空家を対象とした除却費用の一部助成を実

施しました。 

■除却費用助成 

年度 件数 助成額（千円） 備考 

H28（2016） 1 633 

対象：老朽危険空家（特定空家等、特定空家等に準じる建築物） 

 

助成限度額：1,500千円 

H29（2017） 5 5,596 

H30（2018） 8 10,722 

R元（2019） 3 3,963 

R02（2020） 2 1,834 

R03（2021） 1 1,100 

 

② 緊急安全措置 

・ 管理不全な空家等に起因して周辺に危険な状態が切迫している場合には、通行人等への注

意を喚起するため、通行時等に注意を促す表示や立入禁止テープを設置しました。また、バ

リケードの設置や道路通行上支障のある部分の樹木剪定等について、道路管理者に依頼す

るなどの対応を行いました。 

 

③ 特定空家等への措置 

・ 杉並区空家等対策協議会への特定空家等の判断に関する諮問・答申をもとに、区では、これ

まで６件の特定空家等を認定しました。特定空家等の所有者に対しては、特措法第 14条に

基づき、問題の解決に向けた助言・指導、勧告及び命令を行いました。 

・ ６件中５件については、所有者による自発的な除却が行われましたが、残り１件について

は、区が特措法第 14 条第９項に基づく行政代執行により特定空家等の除却を行いました。 

 

＜財産管理制度の活用＞ 

・ 特定空家等に認定するには至らない空家等ではあるが、土地・建物の所有者死亡後に、相

続人不存在のため管理不全となった空家等について、「所有者不明土地の利用の円滑化等

に関する特別措置法」の規定に基づき、相続財産管理人の選任申立を２件実施し、問題の

解決を図りました。 

 

  



 

 

17 

■特定空家等の状況について 

№ 年度 町丁目 法的措置・結果 助成利用 

1 
H27（2015） 

高円寺北二丁目 行政代執行により除却（令和２年（2020年）４月） × 

2 堀ノ内二丁目 勧告後、解体（平成 29年（2017年）１月） × 

3 

H29（2017） 

高円寺南一丁目 助言・指導後、解体（平成 30年（2018年）８月） 〇 

4 堀ノ内二丁目 助言・指導後、解体（平成 30年（2018年）３月） 〇 

5 高井戸西二丁目 助言・指導後、解体（平成 30年（2018年）３月） 〇 

6 R元（2019） 和泉二丁目 助言・指導前に解体（令和２年（2020年）３月） × 

 

④ 跡地の活用 

・ 利活用が困難な管理不全な空家等の除却後に発生する跡地については、防災まちづくりと

連携した整備や地域での活用支援を検討しましたが、実績はありませんでした。 

 

（４）多様な主体との連携 

① 専門家団体及び関係機関等との連携 

（ア）杉並区空家等対策協議会との連携 

・ 杉並区空家等対策協議会では、対策計画の策定や特定空家等の認定に係る調査・審

議の際に専門的な立場から議論が行われ、区に対して助言・提案がありました。区

はこの助言・提案を踏まえ、総合的な空家等対策を推進してきました。 

■杉並区空家等対策協議会の開催状況 

年度 
回数 

備考 
協議会 部会 

H27（2015） 3 1 
根拠：空家等対策の推進に関する特別措置法第７条 

杉並区空家等対策協議会条例 

部会⇒杉並区空家等対策協議会空家等対策部会 

 

※令和２年度（2020年度）は、新型コロナウイルス感染防止の観点か

ら実施せず 

H28（2016） 2 1 

H29（2017） 2 1 

H30（2018） 1 0 

R元（2019） 2 1 

R02（2020） 0 0 

R03（2021） 2 0 

 

（イ）専門家団体等との連携 

・ 「専門家による空家等総合相談窓口」において、相続税などの税金に関する事項に

も対応するため、杉並区空家等対策協議会の構成機関・団体以外の杉並税理士会及

び荻窪税理士会に協力を依頼しました。また、民間事業者、ＮＰＯ法人等と連携し、

空き家に関するセミナーを実施しました。 

 

② 杉並区居住支援協議会との連携 

・ 杉並区居住支援協議会と連携し、空家等利活用セミナーを実施し、空家等の所有者と居住支

援法人等とのマッチングを進めるとともに、空家等利活用モデル事業を実施しました。 
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③ 区民との連携 

・ 町会・自治会が行う防犯パトロールや民生委員の活動などにより、地域の住環境に悪影響

を及ぼしている空家等の問題がある場合には、区は、町会・自治会や区民からの情報提供

を踏まえ、空家等の所有者に対し適切な管理を行うよう指導を行い、町会・自治会や近隣

に居住している区民が問題となっている空家等の所有者の連絡先を知っている場合には、

直接、連絡をしていただき、適切な管理を依頼してもらうなど、協力して問題の解決を図

りました。  
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４．空家等対策を進めていく上での主な課題 

 

区の空家等の実態やこれまでの空家等対策を進める中で見えてきた主な課題は、以下のとお

りです。 

 

（１）「空家等の発生抑制と適正な管理」に関する課題 （➡対応する取組は 24～27 ﾍﾟｰｼﾞ） 

①空き家数は増加傾向である 

空き家数はこの５年間で 1.8 倍に増加していること及び今後も空き家数が増加すること

が見込まれることから、空家等の発生抑制と適正な管理について引き続き対策が必要です。 

②多様な対策の必要性 

「遠方居住」、「年齢・身体的理由」、「費用の確保」など、空家等の管理が困難な理由も

多様であることから、空家等の所有者等の実情やニーズを踏まえた多様な対策が必要です。 

③空き家になる前からの意識啓発の必要性 

空き家になると維持管理の問題や近隣に迷惑を及ぼす可能性があり、解決も難しいこと

から、空き家の所有者等だけでなく、空き家になる可能性がある建物の所有者等に対する

意識啓発等を引き続き推進する必要があります。 

④相続の生前対策の必要性 

相続が確定せず権利関係の整理や財産処分等の意思決定が困難となることで、空家等が

放置され適正な管理が行われないことが多数発生しています。また、高齢者人口も増加傾

向にあることから、相続財産の確認や、誰が財産を相続し管理するのかを家族で話し合う

など、相続に向けた準備に対する意識啓発が必要です。 

⑤相続登記義務化への対応 

空家等の所有者の死後、相続登記がなされずに所有者が不明確となることが、空き家問

題を長期化させる要因の一つになっています。そのため、「不動産登記法」改正により令和

６年（2024年）４月から相続登記の申請義務化が行われることへの対応が必要です。 

⑥相談窓口の充実 

年間 200件以上の区民からの相談が寄せられていることから、空家等に関する相談窓口

の一元化の取組、専門家による空家等総合相談窓口の取組を引き続き推進する必要があり

ます。 

⑦他施策等との連携 

空家等の発生抑制や解消に寄与する防災まちづくりの施策等と連携した取組を引き続き

推進していく必要があります。 

 

（２）「空家等の利活用の促進」に関する課題 （➡対応する取組は 28～30 ﾍﾟｰｼﾞ） 

①空家等利活用の相談体制の充実 

不動産市場の流通を促進することが、空家等を解消するための有効な方策と考えられま

す。しかし、これまでの「専門家による空家等総合相談窓口」では、１回の限られた相談

時間の中で、空家等の利活用についての具体的な提案をすることが困難でした。そのため、

今後は、空家等の利活用のノウハウを持った民間事業者と連携した相談体制を整備し、空

家等の市場流通を促す必要があります。 



 

 

20 

 

②マッチングのあり方の見直し 

住宅市場における空家等の流動化を図るため、空家等の所有者と利活用を希望する居住

支援法人等とのマッチングを行いましたが、空家等利活用モデル事業の実施を前提とした

ため、マッチングの成立件数は１件のみでした。今後は、広く一般的に空家等を利活用で

きるマッチングを行う体制を整備する必要があります。 

③効果的な空家等利活用モデル事業の実施に向けて 

空家等の利活用を進めていくため、空家等利活用モデル事業を実施し、住宅確保要配慮

者への住まいの提供や地域交流施設への転用の促進に向けた取組を進めました。しかし、

建物が新耐震基準を満たしていないことや事業の採算性の課題から、事業に至った件数は

上記②のマッチングが成立した１件のみでした。今後は、空家等利活用モデル事業が効果

的に活用されるよう、相談体制の充実や要件の見直しに取り組んでいく必要があります。 

④地域のまちづくり活動との連携の必要性 

これまで、空家等の利活用については、主に、個々の空き家にスポットをあてて、空家

等の所有者と居住支援法人等とのマッチングや空家等利活用モデル事業を実施してきまし

た。今後、空家等の利活用を促進するためには、これまでの取組だけでなく、地域に眠っ

ていた空き家をリノベーションし、空き家を切り口とした新たな地域コミュニティを創出

するまちづくり活動を支援・連携する必要があります。 

 

（３）「管理不全な空家等への対応」に関する課題 （➡対応する取組は 31～34 ﾍﾟｰｼﾞ） 

①管理不全な空家等への対応 

今後、老朽化した空き家が増加することが懸念されることから、空き家の実態把握を継

続的に行います。また、長期間放置された空家等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすこ

とから、引き続き、管理不全な空家等への対策を早期に進める必要があります。 

②特定空家等への対応 

管理不全な空家等のうち、特定空家等は周囲の住環境に多大な悪影響を及ぼすため、速

やかな問題解決に向けた対応が必要です。また、所有者による自発的な除却を促進するた

めの支援が必要となります。 

③所有者不明土地・建物への対応 

空家等の所有者等が不明であったり、所有者が死亡し相続人も不存在のために管理不全

となった空家等については、特定空家等になる前から財産管理制度を活用するなど、問題

解決に向けた検討が必要です。 

 

（４）「多様な主体との連携」に関する課題 （➡対応する取組は 35・36 ﾍﾟｰｼﾞ） 

①多様な主体との連携の必要性 

空家等の問題は多岐にわたり、区の取組だけでは解決することはできません。そのため、

引き続き、区民、専門家団体や関係機関と区が互いに協力し、問題解決に向けた様々な取

組を連携して推進していく必要があります。 

また、住まいに係る課題を解決するには、行政のみで対応するのではなく、地域の様々

な主体との連携による取組が必要です。  
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５．空家等対策の基本的な方針 

 

区は、平成 28年（2016年）８月に対策計画を策定し、「空家等の発生抑制と適正な管理」、「空

家等の利活用の促進」、「管理不全な空家等への対応」について、「多様な主体との連携」により、

総合的な空家等対策を計画的に進めてきました。この間、特定空家等については、特措法に基づ

く措置を行うことや除却費用助成制度を創設し、所有者による自発的な除却を促すことで、着実

に問題が改善された一方、区内の空き家数が増加していることに加え、空家等の利活用を行う上

での課題が顕在化しました。 

区では、これまでの空家等対策の成果と課題を踏まえた上で、対策計画の対象とする空家等の

種類や地区を以下のとおり定め、空家等対策の基本理念のもとに引き続き総合的な空家等対策

を推進していきます。 

 

（１）対象とする空家等の種類 

対策計画で対象とする空家等の種類は「戸建住宅の空家等」とします。なお、賃貸用の共同住

宅や長屋については、全住戸が空き室となっている場合のみ、対象とします。ただし、長屋につ

いては、隣接する住戸との界壁が二重になっているなど、それぞれの住戸が別個の建築物である

と判明した場合は、それぞれの住戸を対象とします。 

 

（２）対象とする地区 

空家等は区内全域に存在するため、対策計画の対象地区は区全域とします。 

 

（３）空家等対策の基本理念 

杉並区住宅マスタープランにおける住宅施策の基本理念を踏まえ、空家等対策の基本理念を

『総合的な空家等対策を推進し、「誰もが安心して住み続けられる暮らしやすい住環境の実現」

を目指します。』とします。 
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（４）空家等対策の取組の基本的な考え方 

空家等の適切な管理の第一義的な責任は、空家等の所有者等にあることを前提としながら、空

家等対策に係る取組の基本的な考え方を定めます。 

① 空家等の発生抑制と適正な管理 

空家等の発生を抑制するとともに、発生しても周辺環境に悪影響を及ぼさないよう、建物の適

正管理の重要性を説明するなど、所有者の意識を啓発する取組を実施します。 

 

② 空家等の利活用の促進 

空家等を地域の資源として捉え、利活用・流通を促進し、地域の活力を保持・増進する取組を

実施します。 

 

③ 管理不全な空家等への対応 

防災、衛生、景観等周辺環境に悪影響を生じさせないよう、適正な管理がされないまま放置さ

れた管理不全な空家等に対して、特措法などに基づく対応を実施します。 

 

④ 多様な主体との連携 

管理不全な空家等がもたらす諸問題を解決するため、行政だけでなく、区民、専門家団体、民

間事業者など多様な主体が連携し、空家等対策を総合的に推進します。 
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６．空家等対策の推進 
  
区は、全国と比較して空き家率は高くない状況ですが（８ページ「参考 全国・特別区と空き

家率の比較」参照）、区内の土地利用は７割が宅地であり、住宅を中心とした市街地を形成して

いることから、管理不全な空家等が周辺環境に悪影響を及ぼす度合いは非常に高くなります。 

そのため、空家等対策は、建物が空き家になる前の状態から、空き家除却後の跡地活用までの

建物等の状態に応じて「空家等の発生抑制と適正な管理」、「空家等の利活用の促進」、「管理不全

な空家等への対応」について「多様な主体との連携」によって総合的に空家等対策を推進します。 

具体的な取組は以下のとおりです。なお、本章において、対策計画に基づく空家等対策として

重点的に推進する取組には【重点的な取組】、新たに推進する空家等対策の取組には【新規】と

表記します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）空家等の発生抑制と適正な管理に関する取組 

① 空き家になる前からの空家等対策についての周知・啓発活動 

建物が空き家になることで、維持管理の負担が生じるとともに、周辺に迷惑を及ぼしかねない

こと、防犯や防災等の面で地域の住環境に悪影響を与えるおそれがあることなどから、特に所有

者の空家等に関する意識を高めることが空家等の発生抑制や適切な管理につながります。 

空家等の適切な管理の第一義的責任は、当該空家等の所有者等にあり、空家等対策を進めるた

めには、建物が空き家になる前から適切に管理することの責務と重要性についての問題意識を

広く区民の間で醸成していくことが大切です。 

そこで、空家等の所有者等のみならず、今後、空き家になる可能性がある建物の所有者等も含

めて、建物が空き家になる前から適切に管理することの責務と重要性について意識を持っても

らうため、次の取組を進めます。 
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（ア）ホームページ、パンフレット等による意識啓発 

広報やホームページ、パンフレットやチラシ等を活用し、空家等の問題点、適正な維持管理の

必要性、令和５年（2023年）４月施行の「民法」改正のうち、空家等の適正な管理につながる内

容（共有物の管理に関すること、越境した枝木の切り取りに関するルールなど）について、分か

りやすく区民に周知していきます。 

空家等対策は多岐にわたるため、空家等の所有者等が、まず何をすれば良いのかわかるように

内容や説明に配慮します。 

また、東京都と連携して固定資産税の納税通知書に空家等の適正管理、有効活用に関する啓発

や相談窓口の連絡先を記載した書面の同封など、空家等の所有者等に向けた意識啓発を行いま

す。 

 

（イ）セミナー、相談会及び講習会等による意識啓発 

民間事業者と連携してセミナーや相談会を開催し、空家等の所有者等だけでなく、これから相

続等で所有者になる方も含め、空家等の問題に対する意識啓発を行います。また、空家等の問題

を所有者等の問題として捉えるのではなく、地域の課題として捉え、町会等の各種組織・団体と

連携し、空家等に関する講習会や勉強会等を実施します。 

 

（ウ）相続の生前対策及び相続登記の促進 

相続が確定しないことや多数の相続人が生じていることから、財産処分等の意思決定が困難

な状況となり、空家等が発生しています。また、所有者の死後、建物の相続登記がなされずに、

所有者が不明確となることが空家等の状態を長期化させる要因のひとつになっています。 

区内では、高齢者人口及び高齢者単身世帯が今後も増加が予測される中、住まいを次代へ適切

に引き継いでいくため、民間事業者と連携したセミナー、相談会及び講習会等の中で、相続の生

前対策の必要性について啓発を行い、相続時の円滑な手続きにつなげます。 

また、令和６年（2024年）４月から開始する相続登記の申請義務化について、区では、関係課

が連携し相続登記の必要性に関する周知を積極的に行うなど、速やかな登記の名義変更を促進

します。併せて、専門家団体や関係機関等とも連携し、広く建築物の所有者に対する相続登記の

申請義務化や相続登記について周知・徹底していきます。 
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② 空家等に関する相談窓口の一元化 

空家等の発生を抑制するためには、建物が空き家になる前の段階から維持管理の問題や相続

が発生した際の対応など、様々な事項について予め検討しておく必要があります。また、空家等

対策の課題は、多岐にわたっており、関連部署が連携して問題解決を図る必要があります。 

そのため、空家等に関する相談については、区役所の窓口を住宅課に一元化するワンストップ

サービスを引き続き実施します。また、空家等の利活用に関する相談に対応するため、民間事業

者との協働による（仮称）空家等利活用相談窓口（28ページ(２)①(ア)に詳述）を開設します。 

 

 

③ 専門家団体等と連携した総合的な相談体制の整備【重点的な取組】 

空家等の所有者等やこれから相続等で空家等の所有者になる方の様々な悩みを解決し、空家

等の発生抑制や適正な管理を促す必要があります。そのため、相続問題、生前対策、修繕、利活

用、除却など、一人ひとりの事情に応じた、より専門的な相談に対応し、助言や提案を行うこと

ができる「専門家による空家等総合相談窓口」による無料相談会を、引き続き、定期的に実施し

ます。相談は、法務、不動産、建築、税務等の複数の専門家と相談できる体制とし、希望者には、

オンラインによる相談が可能となるよう、整備を進めていきます。また、個別の事情や建物の状

況に合わせてきめ細かく対応できるよう、専門家の訪問相談も必要に応じて実施します。 
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④ 防災まちづくりと連携した住環境整備 

建築物の耐震性が不足していることにより利活用が困難であったり、交通、生活、防災等の機

能を阻害している狭あい道路が解消されていないケースがあります。そのため、不燃化特区やそ

の他の木造住宅密集地域を中心に老朽建築物の解体除却費用助成や狭あい道路の拡幅整備事業

などを実施することにより、建替えや利活用がしやすい住環境を整え、空家等の発生抑制を促し

ます。 

 

 

 

⑤ 住宅基本性能の向上 

空家等の利活用や住宅市場における流動化を促進するためには、建物が空き家になる前から

耐震化やバリアフリー化、省エネルギー化などにより住宅基本性能の向上を図り、建物の資産価

値を高めておくことが重要であるため、耐震改修助成及び住宅修築資金の融資あっせんなどを

実施します。 

 

⑥ 税負担の軽減制度の周知 

空家等が周辺の生活環境に悪影響を与えることを未然に防止し、空家等やその跡地の活用促

進を目的とするため、国は、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を平成 28年度（2016年

度）に創設しました。 

この制度は、空家等の除却後の土地を譲渡した場合等の譲渡所得の特別控除であり、空家等の

発生抑制、空家等の除却及び跡地の利活用につながることから、パンフレット及びホームページ

による周知を行い、本制度の活用促進を図ります。 
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（２）空家等の利活用の促進に関する取組 

① 空家等利活用の相談体制の充実 

区内の不動産価値は比較的高く、リフォーム済みの空家等の賃貸や解体後の敷地の売買の成

立を見込むことができます。このことから、空家等の利活用を促進するためには、空家等の市場

流通を促す必要があります。 

そこで、空家等の所有者が希望する利活用の方法や収支的側面などについて相談ができる体

制を整備するため、次の取組を進めます。 

 

（ア）（仮称）空家等利活用相談窓口の開設【重点的な取組】【新規】 

「専門家による空家等総合相談窓口」は、空家等の利活用に関する相談も行い、空家等の利活

用の方向性や手続きの問題などについて助言を行ってきました。しかし、空家等の利活用に関す

る相談については、１回の限られた相談時間内で具体的な提案をすることは難しいことから、利

活用に向けて継続的な相談体制が必要となります。 

今後、この課題を解決し、空家等の利活用に関する相談体制を充実させるため、空家等の利活

用に関するノウハウを有する民間事業者との協働による「（仮称）空家等利活用相談窓口」を新

たに開設し、区内における空家等の利活用の促進を図ります。 

「（仮称）空家等利活用相談窓口」では、空家等の利活用に関する一般的な相談体制を整備す

るほか、空家等利活用モデル事業におけるマッチングだけでなく、広く一般的な空家等の利活用

に関して、空家等の所有者と利活用を希望する民間事業者との適切なマッチングを行う体制を

整備し、空家等の利活用や建替えを含めた住宅市場における流通の促進を図ります。 

また、「（仮称）空家等利活用相談窓口」に寄せられた相談内容や利活用の方法などを蓄積・分

析し、その結果については、今後の空家等の利活用に関する施策に活用していきます。 
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（イ）専門家団体等と連携した総合的な相談体制の整備【重点的な取組】（再掲） 

26ページ(１)③に詳述。 

 

（ウ）情報提供の充実【新規】 

空家等の所有者が利活用を考え行動を起こそうとするときに、利活用に向けた具体的なイメ

ージを描くことができる情報提供が必要です。そのため、杉並区だけでなく、東京都及び他自治

体の空家等利活用の取組に関する情報や民間事業者による利活用の事例等を収集し、ホームペ

ージに掲載するなど、利活用を考えている空家等の所有者に情報提供を行います。 

 

② 空家等利活用モデル事業の実施 

平成 30 年度調査における空き家所有者の意向調査によると、利活用の意向がある空き家の所

有者の中には、賃貸住宅による貸出や地域活動、区の事業の拠点としての貸出などを希望する方

が比較的多くいる（10 ページ参照）ことから、杉並区居住支援協議会と連携し、区内にある空家

等を利活用して、住宅確保要配慮者への住まいの提供や地域コミュニティ活動ができる施設の

提供により、地域交流及び地域コミュニティの活性化等に貢献することを目的とした空家等利

活用モデル事業を実施します。 

この間、空家等利活用モデル事業を実施してきましたが、実績は平成 29 年度（2017年度）の

１件のみとなっています。このモデル事業の課題は、本事業の要件に適合した利活用を行った場

合、事業の採算性の確保が難しいことなどにあるため、今後、モデル事業が効果的に活用される

よう、要件の見直しに取り組むとともに、モデル事業の実施にあたっての相談体制の充実を図り

ます。 
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③ 空家等利活用費用の助成 

空家等利活用モデル事業を実施する民間事業者又は建築物の所有者に対して、事業実施に必

要な空家等の改修費用の助成を行います。 

また、杉並区居住支援協議会と連携し、住宅市場における空家等の流動化を促進するため、住

宅確保要配慮者の住宅供給に資する空家等のリフォーム費用など、一定条件下で助成を行いま

す。 

 

④ まちづくり活動との連携による空家等利活用【新規】 

区では、地域主体によるエリアマネジメント、まちづくりのルールづくり、公共空間の効果的

な利活用等の取組に対する積極的な支援を進めています。 

平成 30年度調査によると、高円寺北の地域は、平成 25年度調査と比較した際、空き家数が大

きく増加している地域ですが（４、５ページ参照）、この地域におけるまちづくり活動のなかで、

地域に眠っていた空き家をどのように利活用するのか検討し、空き家をリノベーションするこ

とで、新たな地域コミュニティやまちのイメージを高め魅力あるまちなみを創出する取組（※）

が進んでいます。 

このような地域主体のまちづくり活動を支援し、優れた取組と区が連携することにより、当該

地域での空家等の利活用の促進を図ります。また、地域によっては、防災性の向上（オープンス

ペースの確保など）を優先すべき地域もあるので、このような地域で空家等の利活用を行う場合

には、どのように防災性を担保するのかについての助言などを行います。 
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（３）管理不全な空家等への対応に関する取組 

① 空家等の所有者等に対する改善に向けた助言・指導等の実施 

適切な管理がされていない空家等は、近隣の生活環境に対し悪影響を及ぼすことから、区に近

隣住民からの相談が数多く寄せられています。 

そのため、適切な維持管理がされていない空家等に関する相談を、ワンストップ窓口である住

宅課が一括して受け、相談内容を取りまとめるとともに、所有者調査を開始します。その後、相

談内容に応じて担当部署に引き継ぎ、現場調査をした上で、空家等の所有者等に対し、問題の改

善に向けた助言・指導等を行います。 

また、近隣住民から区に寄せられる空家等に関する相談の多くは、「民法」の相隣関係に関す

る相談であり、周辺の生活環境の影響の程度によっては、行政が関与できない場合があります。

令和５年（2023年）４月施行の「民法」改正により、越境した木の枝の切除に関する取扱いなど

が見直しとなったことから、空家等の隣接者が自ら行うことができる解決方法について、相談者

等に助言を行います。 

 

■空家等の所有者等に対する改善に向けた助言・指導等のフローチャート図 
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② 所有者不明の管理不全な空家等への対応【新規】 

空家等の所有者等が行方不明であったり、所有者が死亡し、相続人も不存在であったりした場

合、所有者等による適切な管理を期待することはできません。 

このような場合、「財産管理制度（不在者財産管理制度、相続財産管理制度）」や、「民法」改

正に伴い、令和５年（2023年）４月施行の「所有者不明土地・建物管理制度」、「管理不全土地・

建物管理制度」の活用を検討し、これらの制度を活用するのに適していると判断した場合は、積

極的に活用するなど、問題の改善に向けた対策を行います。 

 

③ 除却費用助成【重点的な取組】 

老朽化が進み倒壊のおそれがあるなど、著しく保安上危険な空家等は、近隣の生活環境に多大

な悪影響を及ぼすため、空家等の所有者に自発的な除却を促す必要があります。 

そのため、周辺に著しい悪影響を及ぼしている特定空家等及び特定空家等に準じるものとし

て区が判定した建築物である老朽危険空家については、除却費用助成を実施します。 

 

 

④ 緊急安全措置 

管理不全な空家等に起因して周辺に危険な状態が切迫している場合、通行時等に注意を促す

表示や立入禁止テープの設置、道路管理者による対応など、緊急安全措置を行います。 

 

⑤ 特定空家等への措置 

特定空家等に対する措置方針等の決定については、杉並区空家等対策協議会での協議を踏ま

え、以下の（ア）～（エ）のとおり適切に対応します（参照：34ページ【特定空家等に対する指

導の流れ】）。 

 

（ア）特定空家等の判断 

国が定めた「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドラ

イン）」を踏まえ、空家等をそのまま放置した場合の周辺への悪影響が社会通念上、許容される

範囲を超えるか否か、また、もたらされる危機等について切迫性が高いか否か等について、杉並

区空家等対策協議会へ諮問し、その調査・審議結果を踏まえ、総合的に特定空家等とするか判断

を行います。 

なお、同協議会での調査・審議に必要な場合は、特定空家等への立入調査を実施します。 

 

（イ）助言又は指導 

特定空家等の所有者等に対して、除却、修繕、立木竹の伐採その他の周辺の生活環境の保全を

図るために必要な措置をとるよう助言又は指導を実施します。 
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（ウ）勧告・命令 

助言又は指導をしても特定空家等の状態が改善されない場合は、周辺の生活環境の保全を図

るために必要な措置をとることを勧告し、勧告に係る措置を行わない場合は、その措置をとるこ

とを命令します。 

なお、勧告した場合は、特定空家等に係る土地は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除

外されるため、東京都（都税事務所）に当該特定空家等に係る情報を提供します。 

 

（エ）行政代執行 

周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を命じられた者が、その措置を履行しないと

き、履行しても十分でないとき等は、行政代執行法に基づき、特定空家等の所有者等が履行すべ

き措置を代執行します。 

 

⑥ 跡地の活用 

管理不全な状態にある空家等について、除却後に発生する跡地を適切に活用する必要が生じ

た場合は、以下の取組を進めます。 

 

（ア）防災まちづくりとの連携等 

木造住宅密集地域などにおいては、防災性の向上と居住環境の整備・改善を図るため、オープ

ンスペースの確保などを進めています。こうした防災まちづくりの取組と連携して、空家等の跡

地利用について検討します。 

また、特定空家等及び特定空家等に準じるものとして区が判定した建築物である老朽危険空

家の除却助成を行う場合は、事前に空家等の所有者に対して、跡地を公共空間としての利活用を

働きかけるなどの取組を実施します。 

 

（イ）地域主体のまちづくり活動との連携 

区では、地域主体によるエリアマネジメント、まちづくりのルールづくり、公共空間の効果的

な利活用等の取組に対する積極的な支援を進めています。 

今後、跡地を利活用して行われる新たな地域コミュニティや魅力あるまちなみを創出するま

ちづくり活動を支援し、優れた取組と区が連携することにより、適切な跡地の活用を進めます。 
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【特定空家等に対する指導の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所有者の特定 

（特措法 10条） 

所有者への連絡 

（特措法に基づかない助言・指導） 

 諮問  

答申  

事前通知を経て立入調査 

（特措法 9条 2項） 

データベース登録 

（特措法 11条） 

 

杉
並
区
空
家
等
対
策
協
議
会 

 

現地調査 

区民からの周辺に悪影響を 

及ぼしている空家等に関する相談 

助言又は指導 
（特措法 14条 1項） 

 

命令 
（特措法 14条 3～8項） 

 

行政代執行 
（特措法 14条 9項） 

 

標識設置、その他の公示 

（特措法 14条 11項） 

命令の事前通知 （特措法 14条 4項） 

 公開による意見聴取 （特措法 14条 6～8項）  

勧告 
（特措法 14条 2項） 

 

勧告の事前通知 

公開による意見聴取 

固定資産税 

住宅用地特例に関する措置（特措法 10条） 

行政の関与の要否判断 

特措法適用の判断 

都税事務所への情報提供 

答申  

諮問  

地域に深刻な影響を与える 

特定空家等の判断 
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（４）多様な主体との連携に関する取組 

総合的な空家等対策を進めるためには、幅広い知識や情報が必要です。そのため、区民、各

種の専門家団体、関係機関、杉並区居住支援協議会などの多様な主体と連携した取組を進めま

す。また、区では、令和５年度（2023年度）から地域の様々な主体が地域課題の解決に向け、

相互に連携・協力することができる「公民連携プラットフォーム」の運用を開始することから、

住まいに係る様々な課題の解決に向けては、空家等を地域の資源の一つとして捉え、このプラ

ットフォームの活用も視野に入れつつ、多様な主体と連携した取組を進めていきます。 

 

① 専門家団体及び関係機関等との連携 

（ア）杉並区空家等対策協議会との連携 

杉並区空家等対策協議会は、対策計画の作成及び変更、特定空家等の判断など空家等に関する

施策について、区長からの諮問に応じて、調査・審議のうえ答申する区長の附属機関です。 

当協議会は、学識経験者他、以下の団体メンバーにより構成されています。 

杉並区空家等対策協議会の構成機関・団体名 

杉並区、杉並警察署、杉並消防署、東京都杉並都税事務所 

杉並法曹会、東京司法書士会杉並支部 

杉並建築会、東京都宅地建物取引業協会杉並区支部、東京都不動産鑑定士協会 

東京土地家屋調査士会杉並支部 

杉並区町会連合会 

 

（イ）専門家団体、民間事業者との連携 

相続に関する問題をはじめとして空家等に係る様々な課題に適切に対応するため、税理士会

などの専門家団体や税務署、法務局などの関係機関とも必要に応じて連携して空家等対策を進

めます。また、空家等の利活用に対して、先進的な試みを行うなど、ノウハウを持っている民間

事業者との連携も進めます。 

 

② 杉並区居住支援協議会との連携 

区内にある空家等を利活用して、住宅確保要配慮者への住まいの提供、地域交流及び地域コミ

ュニティの活性化等に貢献することを目的とした空家等利活用モデル事業について、杉並区居

住支援協議会との連携により実施していきます。 
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③ 区民との連携 

個々の住宅対策に留まらず、それぞれの地域において、コミュニティの維持・活性化を含め、

安心して住み続けられる良好な住環境の保全・形成を進めることが定住を促し、ひいては空家等

の発生抑制につながると考えられます。また、まちづくりの中でそれぞれの地域の将来像を考え

ることは、地域自らが空家等の問題を認識し、その対応策を考えるきっかけにもなります。 

地域住民が主体的に取り組む様々な分野でのまちづくりの取組を推進し、その中で空家等の

問題についても地域の方々と解決を目指していきます。 
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（５）取組スケジュール 

「空家等の発生抑制と適正な管理」、「空家等の利活用の促進」、「管理不全な空家等への対応」、

「多様な主体との連携」の４つの基本的な考え方に基づく取組スケジュールは、以下のとおりで

す。 

 

（１）空家等の発生抑制と適正な管理（24ページから 27ページ参照） 

空家等対策の取組 スケジュール、新規・重点の取組内容等 

①空家等になる前からの空家等対策に

ついての周知・啓発活動【§6-2④】 
  

 （ア）ホームページ、パンフレット

等による意識啓発 
 〇継続実施。 

 （イ）セミナー、相談会及び講習会

等による意識啓発 
 〇継続実施。 

 
（ウ）相続の生前対策及び相続登

記の促進 

 〇継続実施。 

〇令和５年度（2023年度）から、令和６年（2024

年）４月から開始する相続登記の申請義務化

に関する周知を行う。 

②区の空家等に関する相談窓口の一元

化【§6-2⑦】 
 〇継続実施。 

③専門家団体等と連携した総合的な相

談体制の整備【§6-2⑧】 
重点 

〇継続実施。 

〇毎月、第３木曜日に「専門家による空家等総

合相談窓口」を開設。 

〇令和５年度（2023年度）から希望者に対し、

オンラインによる相談を開始。 

④防災まちづくりと連携した住環境整

備【§6-2⑨】 
 〇継続実施。 

⑤住宅基本性能の向上【§6-2⑨】  〇継続実施。 

⑥税負担の軽減制度の周知【§6-2⑨】 
 〇令和５年（2023年）まで実施。 

※当該制度が延長される場合は、令和６年（2024

年）以降も実施する。 

 

（２）空家等の利活用の促進（28ページから 30ページ参照） 

空家等対策の取組 スケジュール、新規・重点の取組内容等 

①空家等利活用の相談体制の充実 

【§6-2⑧】 
  

 
（ア）（仮称）空家等利活用相談窓

口の開設 

重点 

新規 

〇令和５年度（2023年度）に民間事業者選定。 

〇令和６年度（2024年度）から民間事業者との

協働による「（仮称）空家等利活用相談窓口」

を開設。 

 

（イ）専門家団体等と連携した総

合的な相談体制の整備（再掲） 
重点 

〇継続実施。 

〇毎月、第３木曜日に「専門家による空家等総

合相談窓口」を開設。 

〇令和５年度（2023年度）から希望者に対し、

オンラインによる相談を開始。 
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（ウ）情報提供の充実 新規 

〇令和５年度（2023年度）から実施。 

〇他自治体や民間事業者による利活用の事例等

の収集・提供・ホームページへの掲載を行う。 

②空家等利活用モデル事業の実施 

【§6-2⑨】 
 

〇継続実施。 

〇令和５年度（2023年度）に事業の実施要件を

見直し、新たな募集要項を作成。作成後、空

家等利活用モデル事業の募集を開始する。 

③空家等利活用費用の助成 

【§6-2⑨】 
 〇継続実施。 

④まちづくり活動との連携による空家

等利活用【§6-2⑨】 
新規 

〇令和５年度（2023年度）から実施。（※１） 

〇地域主体によるまちづくり活動との連携・支

援により、空家等利活用を促進する。 

※１ 令和４年度（2022年度）から地域主体のまちづくり活動との連携を開始している。 

 

（３）管理不全な空家等への対応（31ページから 34ページ参照） 

空家等対策の取組 スケジュール、新規・重点の取組内容等 

①空家等の所有者等に対する改善に向

けた助言・指導等の実施【§6-2④】 

 〇継続実施。 

〇令和５年（2023年）４月施行の「民法」改正

により見直しのあった越境した木の枝の切

除に関する取扱いなど、相談者への助言も実

施。 

②所有者不明の管理不全な空家等への

対応【§6-2④】 
新規 

〇令和５年度（2023年度）から実施。（※２） 

〇所有者不明の空家等が発生したときに、財産

管理制度や所有者不明土地・建物管理制度等

を活用した対策を実施。 

③除却費用助成【§6-2⑥】 重点 

〇継続実施。 

〇特定空家等及び特定空家等に準じるものと

して区が判定した建築物である老朽危険空

家について、除却費用助成を実施。 

④緊急安全措置【§6-2⑥】 
 

〇継続実施。 

⑤特定空家等への措置【§6-2⑥】 
 

〇継続実施。 

⑥跡地の活用【§6-2⑤】 
  

 
（ア）防災まちづくりとの連携等 

 
〇継続実施。 

 
（イ）地域主体のまちづくり活動

との連携 
新規 

〇令和５年度（2023年度）から実施。 

〇地域主体によるまちづくり活動との連携・支

援により、適切な空家等の跡地の活用を進め

る。 

※２ 財産管理制度を活用した空家等対策については、令和２年度（2020年度）から実施している。 
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（４）多様な主体との連携（35ページから 36ページ参照） 

空家等対策の取組 スケジュール、新規・重点の取組内容等 

①専門家団体及び関係機関等との連携

【§6-2⑧】 
 

〇継続実施。 
〇令和５年度（2023 年度）から住まいに係る

様々な課題解決に向け、「公民連携プラット

フォーム」の活用を視野に入れつつ、多様な

主体と連携した取組を進める。 

 
（ア）杉並区空家等対策協議会と

の連携 
 

 
（イ）専門家団体、民間事業者との

連携 
 

②杉並区居住支援協議会との連携 

【§6-2⑧】 
 

③区民との連携【§6-2⑧】  

 

※【§6-2●】は、特措法第６条第２項に定める事項を示す。 

  §6-2④ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

  §6-2⑤ 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

  §6-2⑥ 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 

  §6-2⑦ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

  §6-2⑧ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

  §6-2⑨ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項  
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７．空家等対策の実施体制について 
 
空家等対策を総合的に推進するため、庁内体制の整備はもとより区民、事業者等、関係機関な

ど多様な主体による連携を進め、対策計画の推進に取り組んでいきます。 

 

（１）庁内体制の整備 

① 庁内連携 

空家等対策は、複数の関係する部署が連携して対応することが必要なため、庁内連絡調整組織

を設置し、都市整備部、環境部、保健福祉部、区民生活部、政策経営部、危機管理室などが連携

した庁内一体となった体制で対応しており、今後も住環境の整備や地域の安全確保などを総合

的に実施し、効果的に取組を進めます。 

 

② 区民対応窓口の一元化 

空家等の実態を正しく把握するため、区民対応窓口を一元化しています。 

一元化された窓口では、区民からの相談や情報提供をとりまとめ、内容に応じて各担当部署に

引き継ぎ、連携して問題の改善に向けて対応します。 

 

■一元化する窓口 

総合的な空家等対策に関すること 住宅課 空家対策係 

 

 

 

■窓口から引き継ぐ事項 

管理不全な空家等の指導等に関すること 

○空家等の老朽化等による安全上のこと 建築課 建築防災係 

○空家等の環境衛生上のこと 環境課 生活環境担当 

空家等の利活用に関すること 住宅課 管理係 ・ 空家対策係 

 

③ データベースの更新 

平成 25年度（2013 年度）及び平成 30 年度（2018 年度）に実施した杉並区空き家実態調査結

果や個々の空家等に関する相談内容・進捗状況等を空家等対策に係る関係課で共有し、特定空家

等に対する措置の内容及び履歴について継続的に把握するため、データベースを更新していき

ます。 
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（２）実施体制 

空家等対策を総合的に推進するため、区民、事業者等、関係機関など多様な主体が連携して、

対策計画の実現に取り組みます。 
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